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触法・被疑者となった高齢・障害者への支援の研究（H22-障害-一般-001） 

「法務と福祉の接点である更生保護に関する研究」 

研究分担者： 浜井浩一（龍谷大学法科大学院 教授） 

 

A.A.A.A.    研究目的研究目的研究目的研究目的    

拘禁を回避する条件を整えるためには、福祉的な支援

が必要な高齢者や障害者を刑事司法のできるだけ早い段

階で把握することが必要である。つまり、警察に逮捕さ

れた段階、検察に送致され勾留されている段階、そして、

起訴（公判請求）されて判決を待つ段階において、福祉

的な支援が必要な被疑者・被告人の存在を把握し、必要

な支援の内容や実行可能な支援策について検察官・裁判

官に伝え、起訴猶予や執行猶予を促していく必要がある。 

本研究は、日本における被疑者・被告人となった高

齢・障害者らの実態や彼らに対する司法関係者・法曹の

態度や意識を調査しつつ、諸外国の制度を参考にしなが

ら、こうした高齢・障害者の拘禁を回避する方法を探る。 

 

B.B.B.B.    研究方法研究方法研究方法研究方法    

 

平成 21年度 
 ・法務と福祉の接点である更生保護との連携の検討 
 ・執行猶予付判決後の保護観察の現状 

平成 22年度 
 ・各調査の実施及び検証 
 ・課題の整理と対応の検討 
平成 23年度 
 ・提言内容の整理 

 

本研究では、高齢者や障害者が比較的軽微な犯罪で被

疑者・被告人となった際に、拘禁を回避するためにどの

ような仕組み（支援）が必要であるかについて、特に更

生保護に焦点を当てて研究を進めたい。 

 

① 被疑者・被告人となった高齢者・障害者について警

察・刑事司法統計（検察、矯正、保護統計年報）と

いった既存の統計を調査することでその特徴を分析

する。 

② 保護統計年報を詳細に分析することで、保護観察付

執行猶予者の特徴や現状、起訴猶予者・執行猶予者

に対する更生緊急保護の現状について分析する。 

③ 更生保護施設及び保護観察所等に対して、執行猶予

中の高齢者・障害者に対する保護観察処遇の実態や

更生緊急保護を求めてきた起訴猶予・執行猶予中の

高齢者・障害者に対する保護の実態や留意点に関す

る調査を実施する。組織的なアンケート形式の社会

調査が困難な場合には、インタビュー形式の調査の

実施も検討したい。 

 

【更生保護施設に対する調査】 

∙ 保護観察付執行猶予者の保護や更生緊急保護に

よる高齢者・障害者の受入れ実態 

∙ 高齢者・障害者を受け入れる際に考慮する事項 

∙ 高齢者・障害者を受け入れるために必要な条件

又は福祉的支援 

∙ 更生保護施設と福祉との連携の現状・課題 

 

④ 諸外国における触法高齢者・障害者を巡る司法と福

祉の連携、特に、事件発生後できるだけ早期の段階

で福祉的ニーズの把握が行われるシステム、例えば

「判決前調査」、「特別な当番弁護制度」、「警察・検

察・裁判所における福祉専門職又は福祉的素養をも

った担当官の配置」、「知的障害者の親の会などの民

間組織による全国的な支援」等について具体的に調

査する。 

調査対象国としては、龍谷大学矯正保護研究セン

ターと研究協力関係にあり調整が可能な北欧・イギ

リス・イタリア・台湾・韓国等を調査対象としたい。

具体的には、これらの国における触法高齢・障害者

に対する支援制度の概要に関する文献等の情報収集

を行い、その中で、日本において参考になる制度が

確立している国を特定し、実地調査を行いたい。 

具体的な提携先としては、 

 

・ ポーツマス大学刑事司法研究所との共同研

究 

・ オスロ大学犯罪学研究所との共同研究 

・ イタリア（UNICRI）との共同研究 

 

（倫理面への配慮） 

モデル事業による支援や、アンケート情報、事例研究等

における個人情報の取り扱いについて次のとおり厳格に

管理する。 

 

1. 個人情報は、本研究の研究代表者と研究分担者及び

事前に名簿を提出した研究協力者・研究助言者（以



浜井グループ 2 

下「関係者」という）に限って閲覧・分析可能とす

ること。 

2. 個人情報は、本研究の目的以外の目的で利用しない

こと。 

3. 個人情報を電子情報の形にした場合は、ファイルに

パスワードを設定し、関係者以外の者が閲覧できな

いようにすること。 

4. 上記 3の電子情報を扱うパソコン等は、インターネ

ットに接続した状態で使用せず、コンピューターウ

イルスに情報流出を防止する措置を講ずること。 

5. 紙媒体による個人情報は、むやみに複写をとらず、

関係者以外の者には閲覧させない。 

6. 個人情報を利用した研究成果を公表する場合は、個

人が特定されることのないように配慮すること。 

7. 研究を終了したときは、個人情報を慎重な手続きで

すみやかに廃棄すること。 

8. 研究分担者は、本要領及び研究分担者が定める個人

情報の保管・管理上の規定について、関係者に周知

徹底を図ること。 

 

 

C.C.C.C.    研究結果研究結果研究結果研究結果    

1) 統計分析（保護統計年報等） 

保護統計年報を詳細に分析することで、保護観察付執

行猶予者の特徴や現状、起訴猶予者・執行猶予者に対す

る更生緊急保護の現状について分析する。 

平成22年度は、更生保護における4号観察者と更生

緊急保護に注目して、その動向を調査している。ここで

は、主に1995年から2009年のデータに基づき、概要を

報告する（別紙1参照）。 

まず、4号観察者新受人員の年齢構成比であるが、こ

の間では2000年をピークに全体の新受人員数は減少傾

向にある。しかし、65歳以上の新受人員は1.2％から

6.4％に推移しており、60歳以上を見ると3.1％から

11.3％に推移している。次に、新受人員の知能指数であ

るが、4号観察者では90%以上が「不詳」となっており、

その正確な動向はわからない。これは全体の新受人員の

知能指数でも30%から40%が「不詳」となっており、更

生保護の受け入れ段階で知能指数を測定していない結果

であろう。ただし、4号観察者の新受人員のうち知能指

数が70以下の人員が1%前後存在していることは注目し

ておかなければならない。なお、3号観察者においては、

知能指数が70以下の人員が20%前後存在している。ま

た、4号観察者新受人員の精神状況でも、これも正確な

動向はわからないものの、約2%前後が「知的障害」に

分類されている。ただし、「その他の精神障害」に分類さ

れている者が2.9％から13.6％に推移している。 

次に、生計状況では、「貧困」（生活保護受給・公共料

金を払えない等）に分類される者が約30％から約40%

へと推移している。また、新受人員の職業の有無である

が、「無職（その他）」「不詳」が40%強から約60%へと

推移しており、4号観察者の半数近くが生計に困窮して

いることが分かる。このような状態は、保護観察終了時

には一定は改善されているが、依然約40%の者が「無職

（その他）」「不詳」のままである。 

次に、更生緊急保護人員については年々増加しており、

その内訳では実数と構成比とともに「刑の執行終了者」

が増加していることが分かる。また、更生保護施設委託

終了者の終了事由別にみてみると、円満退所（自立）が

最も多く65%から70%を占める。次いで、「種別移動」

「無断退所」が多いが、約2%前後が「円満退所（福祉

施設等へ）」に分類されている。このような傾向は、更生

緊急保護人員のうち刑執行終了者においても同様である。

また、刑執行終了者の更生保護施設委託終了者のうち、

「円満退所（福祉施設等へ）」となっている者の入所回数

は約30%から約50%を「初回」の者が閉めているが、年

度によっては複数回入所している者が約70%を占めて

いる。 

(研究協力者：我藤諭) 

 

2) 更生保護施設に対する調査 

 従来，就労による自立更生を目指してきた更生保護施

設の多くが，就労可能性の低いかれらを積極的に受け入

れる訳ではない。しかし刑事施設から，あるいは更生緊

急保護により「やむを得ず」高齢者・障害者を受け入れ

る更生保護施設は多いと考えられる。このため，触法高

齢者・障害者について，更生保護施設における受け入れ

実態，補導員の態度を把握・分析することにより，かれ

らを対象とする更生保護の現状と社会福祉との連携のあ

り方を構築する課題が明らかになると考えられる。 

 また定着支援センターは，事業開始後様々なケースへ

の対応が迫られている。この中で社会福祉による対応で

はなく，障害者雇用による対応や医療機関との連携など

による支援が望ましいケースも見受けられる。このため，

これまで対応してきたケースについて集約，ソーシャル

ワークの立場から地域生活定着支援における実践モデル

構築に向けた課題分析を実施していくこととする。 



浜井グループ 3 

 

 

【調査方法】 

 更生保護施設及び補導員・福祉職（※）に対する調査

と，定着支援センターに対する調査を併行して実施，特

別調整の現状を把握，分析することにより，特別調整の

受け皿における実践上の課題を把握，分析していく。 

 更生保護施設に対しては，質問紙による悉皆調査と，

補足的にインタビュー調査を通し，１）受入に対する実

態・２）打診のあった際に検討する事項・３）受け入れ

のために必要と考える条件や支援・４）社会福祉との連

携，について調査を行う。質問紙は留置法もしくは郵送

法を併用し，インタビュー調査は調査者が訪問して実施

することとする。 

 定着支援センターに対しては，インタビュー調査を実

施，対応したケースを集約していくこととする。支援の

過程を分析して，受入先確保や関係機関・団体への連携

上の課題を明らかにしていく。 

※ 更生保護施設でも刑事施設と同じく社会福祉士の

採用を予定していたが、実際には介護福祉士など

他の資格の福祉職員が採用されているところもあ

る。このため現状を踏まえて「福祉職」という表

記とする。 

 

ア）更生保護施設に対する質問紙調査の内容 

 別紙２のとおり。 

 

イ）更生保護施設職員へのインタビュー調査の内容 

 高齢者・障害者の受け入れ経験のある更生保護施設職

員に対し，受け入れケースの処遇過程を中心に半構造的

な聞き取り調査を行う。聞き取り調査は，以下の調査項

目を踏まえた半構造的なインタビュー調査を実施する。

なおインタビューは更生保護施設の補導員および福祉職

から実施する。 

 （調査項目） 

 ・受け入れたケースの属性 

 ・受け入れたケースについて実施した処遇内容（処遇

過程に沿って） 

 ・処遇のなかで困った内容 

 ・処遇のなかで調整上考慮した内容 

 ・処遇後の課題 

 

ウ）地域生活定着支援センターへのインタビュー調査の

内容 

 全国の定着支援センターの職員に対し，受け入れたケ

ースについて、支援の過程に沿って調整・検討した内容

を以下の項目を踏まえた半構造的なインタビューを実施

する。 

 （調査項目） 

 ・受け入れたケースの属性 

 ・受け入れたケースについて実施した支援内容（支援

の家庭に沿って） 

 ・環境調整で困った内容 

 ・支援の中で配慮した点 

 ・今後の課題 

 

【前年度までの調査】 

 更生保護施設に対する質問紙調査およびインタビュー

調査の設計を終えて，1 施設の協力を得て試行的にイン

タビュー調査・質問紙調査を実施し，現在結果の整理と

見直しを行っている。また調査協力を得るべく，関係機

関との打ち合わせを進めつつ，報告者の調査研究に協力

頂いてきた他2施設への依頼を実施している。 

 

 

【更生保護施設に対する質問紙調査結果】 

全国の更生保護施設を対象として、郵送自記式の質問紙

調査を行った。回答施設数は９６施設であった。別紙３

に単純集計結果を示す。 

(研究協力者：古川隆司)  

 

3) 諸外国における刑事司法と福祉の連携 

諸外国における触法高齢者・障害者を巡る司法と福祉

の連携、特に、事件発生後できるだけ早期の段階で福祉

的ニーズの把握が行われるシステム、特に、刑事司法で

働く専門職としてのソーシャル・ワーカーに焦点を当て

つつ、「判決前・後(社会)調査」、「特別な当番弁護制度」、

「警察・検察・裁判所における福祉専門職又は福祉的素

養をもった担当官の配置」等についてまずそれぞれの国

の概要について調査を実施している。 

平成 22 度は、イタリア、ドイツ等を調査対象として

いる。 

また、ノルウェーについては、平成22年3月に浜井

がオスロ大学を訪問し、海外協力者のLill Scherdin(リ

ル・シェリダン)の協力の下、政府統計局(司法統計部門)、

オスロ刑務所を訪問し、担当者に対してインタビュー調

査を実施したほか、オスロ大学犯罪学研究所のスタッフ

との意見交換会を実施し情報を収集した。この調査結果
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については、第3回会議で報告すると同時に、その内容

の一部は、法律専門雑誌『季刊刑事弁護』(現代人文社)63

号に掲載された。ノルウェーの年金制度や住宅政策など

高齢者や障害者に対するセイフティーネットの詳細や刑

事司法関係者の研修制度についても資料収集を続け、必

要があれば年度末に再訪問を実施したい。 

イタリアについては、トリノにあるUNICRI (United 

Nations Interregional Crime and Justice Research 

Institute)の研究員のAngela Patrignani (アンジェラ・

パトリニャーニ)&Francesca Bosco(フランチェスカ・ボ

スコ)の両氏に研究協力を依頼し、イタリアの刑事司法に

おける高齢・障害者の処遇に関する報告書(英語)を受領

した。イタリア報告書は現在改訂版が作成され翻訳中で

ある。 

本年度は、こうした事前調査を基に、高齢者や障害者

を刑務所に入れないための刑事司法制度の運用や実務に

ついてより具体的な内容を調査した。UNICRIに協力を

要請しイタリアでの現地調査を企画、司法精神病院、刑

務所、矯正処分監督裁判所、社会内刑執行機関等を訪問

し各機関の責任者や実務担当者に対するインタビュー調

査を実施した。この調査結果（別紙４参照）については、

その内容の一部を、法律専門雑誌『季刊刑事弁護』(現代

人文社)65号に掲載された。 

イギリスについては、Tom Ellis(トム・エリス)に関連

文献の調査を依頼し、Elaine CrawleyやRichard 

Sparksらイギリスにおける高齢犯罪者処遇に関する複

数の文献を入手した。また、来年度神戸で行われる国際

犯罪学会の世界大会において、Strathclyde大学のTata 

Cyrus教授にイギリスにおける判決前調査の効果につい

て報告してもらう予定である。 

なお、韓国については、刑事司法なおいて、高齢者や

知的障害者などに対する特別な措置はないことが判明し

たため、調査対象国から除外することとした。 

 

4) ドイツ及びイギリスにおける障害者等に対する取

調べと援助 

【ドイツにおける障害者等に対する取調べと援助】 

 ドイツにおいては、精神障害者等に対する弁護権保障

に関する規定が刑事訴訟法に設けられている。ドイツ刑

訴法140条2項は、「裁判長は、･･･被告人が自ら防御す

ることができないことが明らかなとき、請求により又は

職権で、弁護人を任命する」と規定している。この「自

ら防御することができないことが明らかなとき」には、

精神障害、知的障害、高齢者、読み書きができない者、

心身障害者のための特殊学校の学生が被疑者の場合に含

まれるとされている。後述のイギリスの例に比べて、逮

捕されていない場合においても、弁護人の選任があり得

る点で特徴的である（ドイツ刑訴法141条1項、2項）。 

 この規定により選任された弁護人は、被疑者と協議す

るために必要な援助を得ることができるとされている

（裁判所構成法186条）。 

 他方で、イギリスのように取調べへの弁護人の立会は

認められていない。もっとも、以下の点に留意する必要

がある。ドイツでは、取調べ自体を目的とした身体拘束

（尋問を行うための勾引）が認められている。他方で、

日本でいう逮捕・勾留された場合は、逮捕後に最大 48

時間以内に裁判官のもとに尋問のため引致されなければ

ならず、その後は被疑者の身体は捜査機関の手元に置か

れないため、基本的に取調べは行われない。それゆえ、

被疑者が取調べを受ける場合には、任意に応じる場合と

召喚･勾引に基づく場合があることになる。前者の場合に

ついては、被疑者が取調べを拒否した場合は捜査機関に

よる説得は可能とはいえ、取調べは中止されるべきとさ

れている。後者の場合において、日本のような出頭･滞留

義務が課せられるかが問題となる。通説は、このような

場合でも被疑者が取調べを拒否した場合は、取調べその

ものを終了して、被疑者を釈放すべきとされている。ま

た、被疑者には、取調べ中も含めていつでも弁護人と自

由に相談する権利が認められている。被疑者が弁護人と

の相談を申請した場合は、取調べは中断されなければな

らないし、取調べ前に申請があった場合は取調べは延期

されるべきとされている。このような実務を前提とすれ

ば、弁護人による取調べのコントロールも可能であろう。 

 

【イギリスにおける障害者等に対する取調べと援助】（京

明「被疑者取調べにおける精神障害者等の供述の自由

（１）（２・完）香川法学28巻2号（2008）、3・4号（2009）

の内容に加え、Ed Cape,Defending Suspects at Police 

Stations 5th.ed. 2006なども参照した。） 

 （１）「適切な大人（Approriate Adult）制度」 

イギリスでは、少年や精神障害など、精神的に傷つき

やすい者が逮捕などされた場合に、弁護権保障だけでな

く、それらの者を福祉的・心理的に援助する第三者が必

要的に関与する制度が構築されている。これを、「適切な

大人（Approriate Adult）制度」という。 

 この制度は、１９８４年の警察・刑事証拠法（ＰＡＣ

Ｅ）によって創設された。 

 この「適切な大人」（少年の場合を除く）とは、①「親
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族、後見人、その他その者のケア若しくは看護に責任を

負う者」、②「精神病者又は精神的に傷つきやすい人々の

扱いに習熟している者。但し、警察官又は警察官に雇用

されている者を除く」、③「そのいずれも存在しない場合

は、警察官又は警察に雇用されている者を除く 18 歳以

上の責任のある大人」とされている。さらに、家族より

習熟や訓練について資格を有する者が望ましいとされて

いる（実務規範Ｃ1.7、ガイダンス1Ｄ）。 

 

 （２）制度の概要 

 被疑者が逮捕された場合、警察官である留置管理官

（Custody Officer）は、「被留置者が、精神障害者もし

くはその他の精神的に傷つきやすい者であること、又は

自己に対する質問もしくは自己の解答の意義を精神的に

理解することができないものであるとの疑いを持ったと

き、又は善意でその旨を知らされたとき」は、その被留

置者を精神障害者若しくはその他の精神的に傷つきやす

い者（以下、精神障害者等）として扱うべきとされてい

る（PACE実務規範Ｃ1.4条）。 

 留置担当官が精神障害者等に当たると判断する基準に

ついては、次のような規定がある（実務規範Ｃに関する

ガイダンス１Ｇ）。まず、①「精神障害」とは、1983年

精神衛生法 1条 2項において、「精神病、精神の発達遅

滞」、精神病質、その他の精神の障害又は無能力」とされ

ている。②「精神的に傷つきやすい」とは、その精神の

状態又は能力のゆえに、自分に対して言われていること、

自分に対する質問又は自分の返答の意味を理解しないお

それがある被留置者を指すと言われている。 

被留置者が、精神障害者等に当たると判断された場合、

自分が逮捕されたことを「友人、親族、知人、その他の

福利に関心を有すると思われる者」に通知する権利（Ｐ

ＡＣＥ56条、実務規範Ｃ5条。この権利はそもそも逮捕･

留置されている者に認められている）に加えて、被留置

官により遅滞なく当該留置の理由及び被留置者の所在を

遅滞なく「適切な大人」に対して通知し、「適切な大人」

に警察署への出頭を要求するとされている（実務規範Ｃ

3.15条）。 

この、「適切な大人」は、役割は被疑者の取調べにお

けるものとそれ以外のものに区別することができる。 

 まず取調べに関するもの以外の役割を挙げておこう

（助言や権利告知・行使の実効化）。①被疑者が逮捕･留

置された場合においてなされる権利（逮捕されたことを

連絡してもらう権利、弁護士と内密に相談する権利、実

務規範を参照する権利）の告知などに立会うという役割

（実務規範3.1、3.17条など）。被疑者自身への助言や援

助という「適切な大人」の義務、その｢適切な大人｣とい

つでも内密に相談できることに関する助言も被留置者に

なされる（実務規範Ｃ3.18 条）。②被留置者本人が要求

していない場合であっても、本人の利益のために、法的

助言を得るために弁護人を要求すること（実務規範Ｃ

3.19 条）。この要求がなされた場合は、原則として取調

べを行うことはできない（実務規範Ｃ6.6）。 

 次に、取調べに関するものを挙げておこう。まず、被

疑者取調への立会については、「適切な大人」のいないと

ころで、取り調べを受け、又警告の下に作成された供述

書面若しくは取調べ記録への署名やその提出を求められ

てはならない、とされている（実務規範Ｃ11.15条）。さ

らに、「適切な大人」が取調べに立ち会う意味としては、

①取調べを受ける者への助言、②取調べが適正かつ公正

に行われているかの観察、③取調べを受けている者との

コミュニケーションの促進が挙げられている。それゆえ、

「適切な大人」は、取調べが、被疑者を混乱させ、抑圧

的な方法で行われる場合などは、弁護人による法的助言

を得るため、取調べの中断を求めることができる（取調

べが長時間に及んだり、被疑者が混乱するなどした場合

も同様である）。このような「適切な大人」の立会なく、

取調べが行われた場合は、そこで獲得された自白は排除

される。 

 

（３）実務上の諸問題 

 精神障害者等に該当するかどうかの判断は、留置管理

官である。しかし、留置管理官は、該当するとの疑いを

もったとしても、直ちに「適切な大人」を呼ぶわけでな

く、医師、とくに警察医を呼び、その診断を求めるのが

一般的であるとされている。そして、医師の判断、助言、

勧告を踏まえて、「適切な大人」を呼ぶかどうかの判断を

しているとされている。このような運用の背景について

は、「適切な大人」を呼ぶまでに要する手間や時間を回避

するのに役立つという理由があるということが指摘され

ている。他方で、医師を呼ぶ判断をするのは結局留置管

理官なのであるから、やはり警察に対する研修やガイド

ラインが必要であるとする指摘もある。 

 その他、「適切な大人」の役割や資格に関するガイダン

ス、供給のための制度の充実など様々な改革の必要性な

どが指摘されている。 

 

４．まとめ  

（１）日本の法制度 
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 日本では、2004年の刑訴法改正により、裁判官の職権

による被疑者の国選弁護人の選任要件として「精神上の

障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを

判断することが困難である疑いがある被疑者」が加えら

れた。この改正自体は、重要といえる。とはいえ、この

規定は被疑者が最大 72 時間の逮捕後に勾留がなされた

ことが前提とされている。それゆえ、72時間逮捕されな

がら取調べを受けた後に関する規定であるといえる。ま

た、その判断については明確な判断は示されていないし、

弁護人も含めて第三者による取調べへの立会は認められ

ていない。さらに、このような手続、とくに取調べを経

て獲得された自白については、証拠能力（証拠としての

資格）という観点ではなく、証明力（証拠としての価値）

の面で考慮されているに過ぎない。 

 

（２）日本法への示唆 

 ヨーロッパ人権裁判所も認めているように、捜査手続

においても「公正な手続を受ける権利」が最大限保障さ

れるべきである。日本は、ヨーロッパ人権条約を批准し

ていないが、ほぼ同内容の自由権規約を批准している。

さらに、「障害者の権利条約」13 条を踏まえるならば、

日本の捜査手続においても「障害者にとっての公正な手

続」が保障されなければならない（憲法31条や37条も

同内容の要求をしていると解すべきである）。 

これらを基礎として、精神障害者等に対する取調べへ

の弁護人の立会や取調べの可視化、さらには社会福祉士

などの専門家の立会や手続関与が認められるべきである。

そのモデルにイギリスはなり得る。 

さて、そのための実現方法としては、法改正があり得

る。弁護人選任の基準の改正、取調べなどの関与に関す

る規定が設けられるべきである。他方で、法改正がなさ

れない期間における法解釈としては、刑訴法 31条 2項

にいう「特別弁護人」の活用が考えられる。この規定を

用いることができるならば、身体を拘束された被疑者と

の接見などの権限も認められることになるなどのメリッ

トも考えられる。もっとも、最高裁判例は、この規定の

適用を公訴提起後に限るとしている（最決平5・10・19

刑集 47巻 8号 67頁）。しかし、このように時期を限定

する法規定上の根拠はないというべきである。いずれに

せよ取調べの可視化が実現しない限り、多くの問題が残

ることは明らかである。 

他方で、イギリスでも問題となっているように、被疑

者が精神障害者等であるかどうかの判断はやはり困難が

伴う。イギリスの実務のように医師を関与させる手続は

十分検討に値するであろうが、結局警察官の判断が介在

する。やはり、警察官や弁護人等に対する研修が重要で

あろう。また、身体拘束場所に社会福祉士など専門家が

常駐する制度も考えられてよいかもしれない。 

（研究協力者：斎藤司） 

 

5) 触法・被疑者となった高齢・障害者に関する弁護士

に対する実態把握調査 

荒弁護士グループと協力して、弁護士会を通じて刑事

弁護を担当している弁護士に対して、知的障害や高齢に

よって自立が困難な被疑者・被告人の実態についてのア

ンケート調査を実施するために、調査票を荒弁護士グル

ープの辻川弁護士らと作成した（別紙５参照）。調査対象

者は、各単位会の刑事弁護委員会あるいは高齢者・障が

い者の権利委員会に所属する弁護士4473名（重複者有）

で、2011年 2月 4日に各単位会の委員会に郵送し、各

委員会に配布するように依頼した。現在（2011 年 3 月

23日時点）、366名からの返送がある（回収率8.2％）。 

 

D. 考察 

1） 研究成果の学術的意義について 

ア 統計分析(保護統計年報等) 

触法・被疑者となった高齢・障害者の動向については、

高齢者が顕著に増加していることは明らかである一方で、

知的障害者に関する動向は、「不詳」等が多く正確には把

握しきれない部分がある。ただし、人口比等を考慮する

と、潜在的に知的障害者が存在している可能性は高い。

また、更生緊急保護では、年々その人員は増加している

ものの、更生保護施設から福祉施設等につないでいるケ

ースが非常に少ないことが明らかになった。 

イ 更生保護施設に対する調査 

更生保護施設(職員)に対するアンケート調査では、更

生保護施設が矯正施設と社会の間に位置する中間的な施

設であり、次につなぐ場所がない場合には、自立が困難

な高齢者や障害者の受け入れに必ずしも積極的ではない

ことや、受け入れた場合にも生き甲斐を持たせるなど処

遇上の困難を抱えていること、更には受け入れを依頼す

る矯正施設から正確な情報が伝えられていないことなど

に対して不信感があることなどが明らかとなった。つま

り、更生保護施設に高齢・障害者を受け入れてもらうた

めには、こうした問題点を克服し、更生保護施設退所後

の具体的な見通しを立てることが必要となる。 

ウ 諸外国における刑事司法と福祉の連携ノルウェーに

は、刑事司法と福祉をつなぐような特別な仕組みは存在



浜井グループ 7 

せず、刑務所内を含めて社会の隅々まで福祉が行き渡り、

被疑者・被告人が例外とはならないことが確認された。

そのため、ノルウェーには本研究で問題となっている被

疑者・被告人となった高齢・障害者そのものがほとんど

存在していない。つまり、福祉によるセイフティーネッ

トを整えることでこの研究課題の対象となっている問題

は発生しないということである。 

イタリアは、憲法（第27条）において、刑罰は更生

を目指すものでなければならないと明記されている。そ

のため、裁判で実刑が選択された場合には、判決後に、

矯正処分監督裁判所という裁判所が、実刑の執行形態を

受刑者の更生という観点から検討する仕組みが存在する。

高齢者や障害者の場合、更生を考えると、刑務所に収容

することは適当ではないと判断されることが多いため、

代替刑として、保護観察や自宅や公的福祉施設で刑を執

行することが選択されやすい。 

日本の憲法には、更生に関する規程は存在しない。日

本の刑罰の目的は応報と一般予防が中心であり、そのた

め、裁判までの刑事司法には更生という視点が欠如して

おり、これが、本研究課題のような問題を引き起こして

いる。 

また、被疑者・被告人となった高齢・障害者の人権保

障という観点から見ると、特に障害者についてであるが、

ドイツやイギリスのように取り調べの段階から、福祉的

な素養を持つ専門職が寄り添うことで、捜査官や検察

官・裁判官に対して配慮を促すことが可能となる。 

エ 弁護会に対する調査 

日弁連の協力を得て、各単位弁護士会の刑事弁護委員

会や高齢・障害委員会に所属する弁護士に対してアンケ

ート調査を実施したが、委員会としてアンケートへの協

力に消極的であったり、刑事弁護委員会の中には、アン

ケートの趣旨、つまり弁護士が更生を意識すること自体

が理解しなかったりするような反応があり、法曹の中に

更生という視点を持たせること自体が容易でないことが

明らかとなった。 

 

2） 研究成果の行政的意義について 

上記のように、そもそも高齢者や障害者という社会的

弱者と言われる人々が軽微な犯罪で累犯化して実刑とな

る背景には、福祉そのものの不十分さ、刑事司法と福祉

との連携の不足(刑事司法の中における福祉の不在)、刑

罰目的としての更生の不在、刑事司法を運営する法曹の

更生に対する意識の不足などがあることが明らかとなっ

た。 

本研究の行政的意義としては、上記のような問題点を

解決・克服するために、知的障害者や高齢者に対する福

祉そのものの充実、法曹養成を含めて刑事司法全体にお

ける意識改革、つまり犯罪者を単に罰するのではなく更

生させることも刑事司法の目的であり、そのためには各

刑事司法機関の連携や刑事司法機関と福祉との連携とい

った縦と横の連携を制度として強化していくことが必要

となるといったことが明らかとなったことを挙げること

ができる。 

 

E. 結論 

上記のように、本研究課題である被疑者・被告人とな

った高齢障害者の拘禁を回避するためには、知的障害者

や高齢者に対する福祉そのものの充実、法曹養成を含め

て刑事司法全体における意識改革、つまり犯罪者を単に

罰するのではなく更生させることも刑事司法の目的であ

り、そのためには各刑事司法機関の連携やそれ園刑事司

法機関と福祉との連携といった縦と横の連携を制度とし

て強化していくことが必要となる。 

具体的には、福祉的な支援が必要な高齢者や障害者を

刑事司法のできるだけ早い段階で把握することが必要で

ある。つまり、警察に逮捕された段階、検察に送致され

勾留されている段階、そして、起訴(公判請求)されて判

決を待つ段階において、福祉的な支援が必要な被疑者・

被告人の存在を把握し、必要な支援の内容や実行可能な

支援策について検察官・裁判官に伝え、起訴猶予や執行

猶予を促していく必要がある。 

高齢者や知的障害者に必要な福祉ニーズの把握と具体

的支援のあり方としては、以下のような施策が考えられ

る。 

 

1) 当番弁護制度の活用 

 これは、被疑者段階で関わる当番弁護士や被告人段階

で関わる国選弁護人に対して、高齢者や障害者など福祉

的支援が必要な被疑者・被告人の存在とそのニーズや支

援の在り方に対する問題意識を持ってもらうことから始

める必要がある。そのためには、弁護士を含めた法曹の

意識を改革するために、こうした高齢・障害を持つ被疑

者・被告人の問題や彼らの更生に関する研修会を活発に

行い、弁護士一人ひとりの自覚を促すことで、支援の可

能性を高めるものである。 

 

2) 警察、検察庁や裁判所への社会福祉士等の専門職の

配置 
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これは、検察庁や裁判所に触法高齢者や障害者の支援

に精通した社会福祉士を配置し、検察官や裁判官の処分

決定を支援するものである。具体的には、起訴前の取り

調べや公判に当たって、高齢者や障害が疑われる者がい

た場合には、検察庁や裁判所に配置された社会福祉士を

同席させるなどして、その意見を求めるものである。こ

れによって、事案は軽微であるものの、起訴猶予や執行

猶予を選択するには、反省の程度や社会的な受け皿が不

足していると判断しているケースについては、この社会

福祉士が、その専門的知識を活用して拘禁を回避するた

めの条件を整えることができる。 

 この点に関しては、イタリア法務省に所属し、刑事司

法、特に刑罰の執行段階で重要な役割を果たしているソ

ーシャル・サービスのUEPEが一つのモデルとなる。

UEPEは、ソーシャル・ワーカーや臨床心理士から構成

され、イタリア憲法に示された「刑罰は人道的で、かつ

更生に資するものでなくてはならない」という理念に基

づいて作られた組織であり、障害者や高齢者の刑罰の執

行（代替刑の選択）に当たって刑事司法の様々な段階で、

社会福祉や更生の立場から積極的な役割（助言・勧告）

を行っている。日本では、家庭裁判所調査官がこの

UEPEの役割に最も近い。 

 

3) 判決前調査の導入 

これは、家庭裁判所の調査官が行っている審判前の社

会調査に近いものである。家庭裁判所の行う調査は、心

理学、社会学等の専門的知識を活用しながら、審判対象

となっている少年の非行原因や社会的背景、更生可能性、

そのために必要な処遇を分析し、報告書にまとめて裁判

官に提出する。触法高齢・障害者の支援にこの判決前調

査を応用し、心理学や社会学だけでなく、社会福祉的な

視点から、犯罪原因や更生可能性、そして更生のために

必要な支援策（支援計画）をまとめて裁判官に提出する

ことで執行猶予を活用することが可能となる。そのため

には、この判決前調査の更生プランができるだけ具体的

で実行可能なものであることが望ましい。現在、受刑者

に対しては保護観察所において環境調整が行われている

が、ここでいう判決前調査は、環境調整を含むものであ

ること、つまりこの判決前調査には、帰住予定地・引受

人を確定することが含まれることが望ましい。上記のイ

タリアのUEPEも、判決前調査に近い役割を果たしてい

るが、イタリアでは、刑の執行段階で拘禁代替刑が検討

されるため、判決後にこの社会調査が行われる。 

 

4) 犯罪被害者支援のような民間ボランティア団体に

よる組織的支援 

これは、イギリスなどで民間の犯罪被害者支援組織が、

犯罪が発生した時点から警察、検察、裁判所と協力して

犯罪被害者の支援（相談、情報提供、公判への付き添い

など）を行っている活動を、犯罪者として検挙された高

齢者・障害者などに応用するものである。海外でも、台

湾など知的障害者の親の会などが、刑事司法機関に関わ

るようになった触法知的障害者に対する組織的な支援を

行っている例がある。これを実施するためには、警察な

どの刑事司法機関と民間組織とのシステム化された連携

が不可欠である。イタリアではUEPEが様々な民間団体

の協力を得ながら受刑者の支援に当たっている。 

 

5) 中間施設としての更生保護施設活用の積極化 

 被疑者・被告人となった高齢・障害者の拘禁を回避す

るためには、一時的なものであっても起訴猶予、執行猶

予を得るための受皿を確保することが必要となる。その

ためには、更生保護施設の活用が不可欠であるが、更生

保護施設では、高齢・障害者の処遇や退所後の生活に対

する見通しがもてないため受け入れに消極的である。 

 そこで、更生保護施設における高齢・障害者の一時的

な受け入れを積極化するためには、更生保護施設後の生

活設計を具体化することが必要となる。そのためには、

刑事施設や弁護士と地域生活定着支援センターとの連携

が不可欠である。 
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F. 研究発表 

1. 論文発表 

発表者氏名 論文タイトル名 発表誌名 巻号 ページ  出版年
浜井　浩一 ノルウェーから見えてくる日本の

高齢者犯罪増加の原因
季刊刑事弁護 63 177-183 2010

浜井　浩一 イタリアにおける触法障害・高齢
者の処遇について

季刊刑事弁護 65 167-172 2010

浜井　浩一 高齢者の犯罪 月刊福祉 94巻第3号 2011
古川　隆司 高齢犯罪者・触法障害者への社

会福祉の実践と刑事政策との連
携

龍谷大学矯正・保護研
究センター研究年報

７号 160-171 2010

古川　隆司 地域生活定着支援事業における
専門職間連携--要援護性を中心
に

犯罪と非行 165号 143-156 2010

古川　隆司 社会保障を含む社会復帰支援と
課題--高齢者の犯罪と社会的寛
容

週刊社会保障 64（2594） 54-59 2010

 

2. 学会報告 

発表者氏名 種別 報告タイトル 学会名 年月日
浜井　浩一 セッション（Session

848: Crminal justice
research in Asia）

Penal populism and aging prison
population in Japan

アメリカ犯罪学会 2010.11.20.

古川　隆司 口頭報告 高齢犯罪者・触法障害者の社会
復帰と福祉的措置の必要性

日本犯罪社会学会 2010.10.3.

 

 

G. 知的財産権の出願・登録状況（予定も含む。） 

なし 
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別紙１：統計分析（保護統計年報等） 

図１：4号観察者の年齢の推移（構成比）
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図2：4号観察者の知能指数の動向（構成比）
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図3：3号観察者の知能指数の動向（構成比）
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図4：4号観察者の精神状況の動向（構成比）
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図5：3号観察者の精神状況の動向（構成比）

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

不詳

その他の
精神障害

神経症性
障害

人格障害

知的障害

精神障害
なし

 



浜井グループ 12 

図6：新受4号観察者の生計状況の動向（構成比）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

不詳

貧困

普通

富裕

 

図7：新受4号観察者の職業の有無の推移（構成比）
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図8：新受4号観察終了者の職業の有無の推移（構成比）
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図9：更生緊急保護事件の受理人員
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図10：更生保護施設委託終了者の終了事由別（刑執行終了者）
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図11：更生保護施設委託終了者の入所回数（刑執行終了者：終了事由福祉施設）
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別紙２ 

更生保護法人 各位 
 

龍谷大学法科大学院教授 浜井浩一 
 

触法高齢者・障害者への処遇に関する調査について（ご依頼） 
 
 私は，厚生労働科学研究（障害保健福祉総合研究事業）「触法・被疑者となった高齢・障害者への支

援の研究」（※）の研究分担者であう，龍谷大学法科大学院の浜井と申します。 
 本研究の一環で，全国の更生保護法人の運営される更生保護施設に，触法高齢者・障害者の更生保護

処遇について，実態や課題と考えられること等を調査したく考えております。 
 ご多用のことと存じますが，本研究の趣旨をご理解頂き，ご協力の程をお願い申しあげます。 
 

※ 課題番号：H21-障害-一般-001，研究代表者：社会福祉法人南高愛隣会理事長 田島良昭 

 
 
 
【調査結果の処理】 
 この調査の内容は，個人情報に配慮して処理を行います。またこの調査紙は本研究の目的のみ

に用います。 
【調査の回答方法】 
 選択肢のある質問については，該当する記号をお選び頂き，回答欄に記号でお答えください。

記述式の質問は，回答欄へ自由にお書き下さい。 
【用語の定義】 
 ここでいう「触法高齢者」「触法障害者」については，次の通りとします。 
 ・触法高齢者 … 65歳以上の被保護者をいいます。 
 ・触法障害者 … 専門機関等による知能検査の結果で知的障害との判定を受けている被保護

者のほか，面接所見の結果，知的障害・軽度発達障害が予想される被保護者も含みます。なお，

知的障害を伴わない精神障害者（統合失調症・うつ病・覚せい剤精神疾患，人格障害など）は除

きます。 
 
☆本調査に関するお問合せは以下にお願い致します。 
 古川 隆司（追手門学院大学社会学部・准教授） 
 〒５６７－８５０２ 大阪府茨木市西安威 2丁目１－１５ 
  電 話 ０７２－６４１－９５９６ 
  メール furukawa@res.otemon.ac.jp 

 



浜井グループ 15 

事 務 連 絡 
平成２２年１０月２２日 

 
 
 
 
 
地 方 更 生 保 護 委 員 会 事 務 局 更 生 保 護 管 理 官 殿 
保護観察所統括保護観察官（更生保護施設担当） 殿 

 
 
 
 
 

法務省保護局更生保護振興課専門官（更生保護事業担当） 
 
 
 
 
 
 

厚生労働科学研究への協力について（連絡） 
標記について，別添アンケートの依頼が各更生保護施設になされる予定となっております。 
本研究は更生保護施設における障害者又は高齢者の処遇機能の充実に資するものと思われるので，業

務に特段の支障がない限り，協力して問題ないものであることを所管更生保護施設に情報提供願います。 
なお，本件については，更生保護法人更生保護法人連盟と協議済みです。 
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Ⅰ．触法高齢者の受け入れについて 

問問問問１１１１    過去過去過去過去１０１０１０１０年年年年のののの間間間間でででで，，，，運営運営運営運営されるされるされるされる更生保護施設更生保護施設更生保護施設更生保護施設でででで，，，，触法高齢者触法高齢者触法高齢者触法高齢者をををを受受受受けけけけ入入入入れたことはありますかれたことはありますかれたことはありますかれたことはありますか。。。。いいいい

ずれかのずれかのずれかのずれかの□□□□ににににｖｖｖｖをををを入入入入れてれてれてれて下下下下さいさいさいさい。。。。    
 
 □0 ある 
 □1 ない 
 
＜問２と問３は，問１で「ない」と答えた方のみお答えください＞ 
問問問問２２２２    受受受受けけけけ入入入入れなかったれなかったれなかったれなかった理由理由理由理由についておについておについておについてお教教教教ええええ下下下下さいさいさいさい。。。。以下以下以下以下のののの選択肢選択肢選択肢選択肢からからからから該当該当該当該当するものするものするものするもの１１１１つをつをつをつを選選選選びびびび□□□□ににににｖｖｖｖ

をををを入入入入れてれてれてれて下下下下さいさいさいさい。。。。    
 □0 少年を対象としているから 
 □1 雇用が決まる見込みが乏しいから 
 □2 専門的な処遇が行えないから 
 □3 専門機関等の協力が得られないから 
 □4 その他（自由にお書き下さい                 ） 
 
問問問問３３３３    受受受受けけけけ入入入入れれれれ打診打診打診打診があったがあったがあったがあった場合場合場合場合，，，，どのようなどのようなどのようなどのような理由理由理由理由でででで断断断断られましたかられましたかられましたかられましたか。。。。以下以下以下以下のののの選択肢選択肢選択肢選択肢からからからから該当該当該当該当するものするものするものするもの

1111つをつをつをつを選選選選びびびび□□□□ににににｖｖｖｖをををを入入入入れてれてれてれて下下下下さいさいさいさい。。。。    
 □0 少年を対象としているから 
 □1 雇用が決まる見込みが乏しいから 
 □2 専門的な処遇が行えないから 
 □3 専門機関等の協力が得られないから 
 □4 空きがなかったため 
 □5 その他（自由にお書き下さい                 ） 
 
＜問４～７は，問１で「ある」と答えた方のみお答えください＞ 
問問問問４４４４    どのようなどのようなどのようなどのような形形形形でででで触法高齢者触法高齢者触法高齢者触法高齢者をををを受受受受けけけけ入入入入れましたかれましたかれましたかれましたか。。。。以下以下以下以下のののの選択肢選択肢選択肢選択肢からからからから該当該当該当該当するものをするものをするものをするものを選選選選びびびび□□□□ににににｖｖｖｖをををを

入入入入れてれてれてれて下下下下さいさいさいさい（（（（複数選択可複数選択可複数選択可複数選択可）。）。）。）。    
 □0 刑事施設から（中間処遇を除く） 
 □1 更生緊急保護として 
 □2 長期受刑者の中間処遇として 
□3 市町村から 
 □4 警察から 
□5 その他（自由にお書き下さい                 ） 

 
問問問問５５５５    触法高齢者触法高齢者触法高齢者触法高齢者のののの受受受受けけけけ入入入入れにれにれにれに対対対対してどのようなしてどのようなしてどのようなしてどのような点点点点をををを検討検討検討検討されましたかされましたかされましたかされましたか。。。。以下以下以下以下のののの選択肢選択肢選択肢選択肢からからからから該当該当該当該当するもするもするもするも

のののの 3333つつつつ以内以内以内以内をををを選選選選びびびび□□□□ににににｖｖｖｖをををを入入入入れてれてれてれて下下下下さいさいさいさい。。。。    
 □0 年齢     □6 疾患や障害状態 
 □1 犯歴     □7 所持金の有無 
 □2 刑事施設での処遇状況   □8 年金など社会保険の加入状況 
 □3 帰住先・身元引受先の有無  □9 その他（自由にお書き下さい） 
 □4 職業経験     （              ） 
 □5 本人の就労意欲    
 
問問問問６６６６    触法高齢者触法高齢者触法高齢者触法高齢者のののの処遇処遇処遇処遇でででで考慮考慮考慮考慮するのはどのようなするのはどのようなするのはどのようなするのはどのような点点点点ですかですかですかですか。。。。以下以下以下以下のののの選択肢選択肢選択肢選択肢からからからから該当該当該当該当するものをするものをするものをするものを選選選選びびびび□□□□

ににににｖｖｖｖをををを入入入入れてれてれてれて下下下下さいさいさいさい（（（（2222つつつつ以内以内以内以内をををを選択選択選択選択）。）。）。）。    
 □1 就労について 
 □2 年金など社会保険の加入について 
 □3 帰住先・身元引受先との調整 
 □4 疾患や障害状態について 
 □5 福祉事務所や老人ホームとの調整 
 □6 その他（自由にお書き下さい               ） 
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問問問問７７７７    触法高齢者触法高齢者触法高齢者触法高齢者をををを処遇処遇処遇処遇されされされされ，，，，課題課題課題課題とととと考考考考えられたことはどんなことがありますかえられたことはどんなことがありますかえられたことはどんなことがありますかえられたことはどんなことがありますか。。。。自由自由自由自由におにおにおにお書書書書きききき下下下下さいさいさいさい。。。。    
 
 
 
 
 
 
Ⅱ．触法障害者の受け入れについて 
 
問問問問 8888    過去過去過去過去１０１０１０１０年年年年のののの間間間間でででで，，，，運営運営運営運営されるされるされるされる更生保護施設更生保護施設更生保護施設更生保護施設でででで，，，，触法障害者触法障害者触法障害者触法障害者をををを受受受受けけけけ入入入入れたことはありますかれたことはありますかれたことはありますかれたことはありますか。。。。いいいい

ずれかのずれかのずれかのずれかの□□□□ににににｖｖｖｖをををを入入入入れてれてれてれて下下下下さいさいさいさい。。。。    
 
□0 ある 
 □1 ない 
 
＜問 9と問 10は，問８で「ない」と答えた方のみお答えください＞ 
問問問問９９９９    受受受受けけけけ入入入入れなかったれなかったれなかったれなかった理由理由理由理由についておについておについておについてお教教教教ええええ下下下下さいさいさいさい。。。。以下以下以下以下のののの選択肢選択肢選択肢選択肢からからからから該当該当該当該当するものするものするものするもの１１１１つをつをつをつを選選選選びびびび□□□□ににににｖｖｖｖ

をををを入入入入れてれてれてれて下下下下さいさいさいさい。。。。    
 □0 少年を対象としているから 
 □1 雇用が決まる見込みが乏しいから 
 □2 専門的な処遇が行えないから 
 □3 専門機関等の協力が得られないから 
 □4 その他（自由にお書き下さい                 ） 
 
問問問問 10101010    受受受受けけけけ入入入入れれれれ打診打診打診打診があったがあったがあったがあった場合場合場合場合，，，，どのようなどのようなどのようなどのような理由理由理由理由でででで断断断断られましたかられましたかられましたかられましたか。。。。以下以下以下以下のののの選択肢選択肢選択肢選択肢からからからから該当該当該当該当するもするもするもするも

のののの１１１１つをつをつをつを選選選選びびびび□□□□ににににｖｖｖｖをををを入入入入れてれてれてれて下下下下さいさいさいさい。。。。    
 □0 少年を対象としているから 
 □1 雇用が決まる見込みが乏しいから 
 □2 専門的な処遇が行えないから 
 □3 専門機関等の協力が得られないから 
 □4 空きがなかったため 
 □5 その他（自由にお書き下さい                 ） 
 
＜問 11～14は，問８で「ある」と答えた方のみお答えください＞ 
問問問問 11111111    どのようなどのようなどのようなどのような形形形形でででで触法高齢者触法高齢者触法高齢者触法高齢者をををを受受受受けけけけ入入入入れましたかれましたかれましたかれましたか。。。。以下以下以下以下のののの選択肢選択肢選択肢選択肢からからからから該当該当該当該当するものをするものをするものをするものを選選選選びびびび□□□□ににににｖｖｖｖ

をををを入入入入れてれてれてれて下下下下さいさいさいさい。（。（。（。（複数選択可複数選択可複数選択可複数選択可））））    
 □0 刑事施設から（中間処遇を除く） 
 □1 更生緊急保護として 
 □2 長期受刑者の中間処遇として 
□3 市町村から 
 □4 警察から 
□5 その他（自由にお書き下さい                 ） 

 
問問問問 12121212    触法障害者触法障害者触法障害者触法障害者のののの受受受受けけけけ入入入入れにれにれにれに対対対対してどのようなしてどのようなしてどのようなしてどのような点点点点をををを検討検討検討検討されましたかされましたかされましたかされましたか。。。。以下以下以下以下のののの選択肢選択肢選択肢選択肢からからからから該当該当該当該当するするするする

ものものものもの 3333つつつつ以内以内以内以内をををを選選選選びびびび□□□□ににににｖｖｖｖをををを入入入入れてれてれてれて下下下下さいさいさいさい。。。。    
 □0 年齢     □6 疾患や障害状態 
 □1 犯歴     □7 知能の程度 
 □2 刑事施設での処遇状況   □8 所持金の有無 
 □3 帰住先・身元引受先の有無  □9 年金など社会保険の加入状況 
 □4 職業経験    □10その他（自由にお書き下さい） 
 □5 本人の就労意欲   （              ） 
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問問問問 13131313    触法障害者触法障害者触法障害者触法障害者のののの処遇処遇処遇処遇でででで考慮考慮考慮考慮するのはどのようなするのはどのようなするのはどのようなするのはどのような点点点点ですかですかですかですか。。。。以下以下以下以下のののの選択肢選択肢選択肢選択肢からからからから該当該当該当該当するものするものするものするもの 2222 つつつつ以以以以
内内内内をををを選選選選びびびび□□□□ににににｖｖｖｖをををを入入入入れてれてれてれて下下下下さいさいさいさい。。。。    
 □1 就労について 
 □2 年金など社会保険の加入について 
 □3 帰住先・身元引受先との調整 
 □4 疾患や障害状態・知能程度について 
 □5 福祉事務所や障害者施設の調整 
 □6 その他（自由にお書き下さい               ） 
 
問問問問 14141414    触法障害者触法障害者触法障害者触法障害者をををを処遇処遇処遇処遇されてされてされてされて，，，，課題課題課題課題とととと考考考考えられたことはどんなことがありますかえられたことはどんなことがありますかえられたことはどんなことがありますかえられたことはどんなことがありますか。。。。自由自由自由自由におにおにおにお書書書書きききき下下下下

さいさいさいさい。。。。    
 
 
 
Ⅲ．触法高齢者・障害者の処遇における福祉との連携について 

問問問問 15151515    平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度からからからから社会福祉士社会福祉士社会福祉士社会福祉士などのなどのなどのなどの配置配置配置配置がががが取取取取りりりり組組組組みみみみ始始始始められましためられましためられましためられました。。。。貴施設貴施設貴施設貴施設でのでのでのでの配置配置配置配置をおをおをおをお教教教教ええええ下下下下

さいさいさいさい。。。。次次次次のうちのうちのうちのうち該当該当該当該当するものするものするものするもの一一一一つをつをつをつを選選選選びびびび□□□□ににににｖｖｖｖをををを入入入入れてれてれてれて下下下下さいさいさいさい。。。。    
 □0 社会福祉士を配置している 
 □1 介護福祉士を配置している 
 □2 介護支援専門員を配置している 
 □3 その他の職員を配置している（具体的にお書き下さい        ） 
 □4 まだ配置していない 
 
問問問問 16161616    福祉資格福祉資格福祉資格福祉資格のあるのあるのあるのある職員職員職員職員のののの待遇待遇待遇待遇についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。    
（（（（１１１１））））どのようなどのようなどのようなどのような雇用身分雇用身分雇用身分雇用身分でででで採用採用採用採用されていますかされていますかされていますかされていますか。。。。以下以下以下以下のののの選択肢選択肢選択肢選択肢からからからから該当該当該当該当するものをするものをするものをするものを一一一一つつつつ選選選選びびびび，，，，□□□□ににににｖｖｖｖ

をををを入入入入れてれてれてれて下下下下さいさいさいさい。。。。    
 □0 常勤職員として採用した（勤務週 5日） 
 □1 非常勤職員として採用した（勤務週 1回～4回） 
 □2 パートタイムとして採用した（勤務週１または隔週 1回程度） 
    
（（（（２２２２））））職務内容職務内容職務内容職務内容はどのようなことをされていますかはどのようなことをされていますかはどのようなことをされていますかはどのようなことをされていますか。。。。以以以以下下下下のののの選択肢選択肢選択肢選択肢からからからから該当該当該当該当するものするものするものするもの全全全全てついててついててついててついて，，，，□□□□にににに

ｖｖｖｖをををを入入入入れてれてれてれて下下下下さいさいさいさい。。。。    
 □0 他職員と同じ職務内容 
 □1 主に事務 
 □2 主に処遇 
 □3 特別の処遇プログラム 
 □4 病院や福祉事務所などとの連絡調整 
 □5 その他（具体的にお書き下さい                  ） 
 
（（（（３３３３））））上上上上のののの他他他他，，，，職務職務職務職務についてについてについてについて期待期待期待期待されることはありますかされることはありますかされることはありますかされることはありますか。。。。自由自由自由自由におにおにおにお書書書書きききき下下下下さいさいさいさい。。。。    
 
 
 
 
 
問問問問 17171717    触法高齢者触法高齢者触法高齢者触法高齢者・・・・障害者障害者障害者障害者のののの処遇処遇処遇処遇についてについてについてについて，，，，福祉関係者福祉関係者福祉関係者福祉関係者とのとのとのとの連携連携連携連携についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。    
（（（（１１１１））））福祉福祉福祉福祉とのとのとのとの連携連携連携連携へのへのへのへの意向意向意向意向についてについてについてについて，，，，以下以下以下以下のののの選択肢選択肢選択肢選択肢からからからから該当該当該当該当するするするする程度程度程度程度をををを一一一一つつつつ選選選選びびびび，，，，□□□□ににににｖｖｖｖをををを入入入入れてれてれてれて下下下下

さいさいさいさい。。。。    
 □0 一層必要である 
 □1 対象によって必要である 
 □2 限定的に必要である（福祉・介護サービスの利用など） 
 □3 あまり必要ない 
 □4 まったく必要ない 
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（（（（２２２２））））福祉関係者福祉関係者福祉関係者福祉関係者とのとのとのとの連携連携連携連携についてについてについてについて課題課題課題課題とととと考考考考えることはどのようなことですかえることはどのようなことですかえることはどのようなことですかえることはどのようなことですか。。。。以下以下以下以下のののの選択肢選択肢選択肢選択肢からからからから該当該当該当該当

するものをするものをするものをするものを 3333つつつつ以内以内以内以内でででで選選選選びびびび，，，，□□□□ににににｖｖｖｖをををを入入入入れてれてれてれて下下下下さいさいさいさい。。。。    
 □0 福祉制度の紹介・斡旋 
 □1 福祉関係者とのチームによる処遇 
 □2 福祉関係者からの助言 
 □3 円満退所に向けた受け皿の確保 
 □4 更生保護・福祉の考え方の理解 
 □5 被保護者の人権に対する理解 
 □6 施設の運営方針に対する理解 
 □7 その他（自由にお書き下さい                  ） 
 
＜問 18は問 17（１）で「一層必要」「対象により必要」「限定的に必要」と答えた方のみお答えくださ
い。＞ 
問問問問 18181818    今後今後今後今後どのようなどのようなどのようなどのような点点点点でででで福祉関係者福祉関係者福祉関係者福祉関係者とのとのとのとの連携連携連携連携をををを進進進進めるめるめるめる必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えますかえますかえますかえますか。。。。自由自由自由自由におにおにおにお書書書書きききき下下下下ささささ

いいいい。。。。    
 
 
 
 
 
問問問問 19191919    平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度からからからから都道府県都道府県都道府県都道府県でででで地域生活定着支援地域生活定着支援地域生活定着支援地域生活定着支援センターセンターセンターセンターがががが開設開設開設開設されはじめましたされはじめましたされはじめましたされはじめました。。。。地域生活定着地域生活定着地域生活定着地域生活定着

支援支援支援支援センターセンターセンターセンターについてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。    
（（（（１１１１））））貴施設貴施設貴施設貴施設のののの所在所在所在所在するするするする都道府県都道府県都道府県都道府県ではではではでは地域生活定着支援地域生活定着支援地域生活定着支援地域生活定着支援センターセンターセンターセンターはははは開設開設開設開設されましたかされましたかされましたかされましたか。。。。次次次次のののの選択肢選択肢選択肢選択肢のうのうのうのう

ちちちち一一一一つをつをつをつを選選選選びびびび，，，，□□□□ににににｖｖｖｖをををを入入入入れてくださいれてくださいれてくださいれてください。。。。    
 □0 開設された 
 □1 開設準備中である 
 □2 まだ開設されていない 
 
（（（（２２２２））））(1)(1)(1)(1)でででで「「「「開設開設開設開設されたされたされたされた」」」」とととと回答回答回答回答されたされたされたされた方方方方におにおにおにお尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。処遇処遇処遇処遇についてについてについてについてセンターセンターセンターセンターとのとのとのとの連携連携連携連携をどのよをどのよをどのよをどのよ

うにうにうにうに評価評価評価評価されますかされますかされますかされますか。。。。次次次次のののの選択肢選択肢選択肢選択肢のうちあてはまるもののうちあてはまるもののうちあてはまるもののうちあてはまるもの一一一一つをつをつをつを選選選選びびびび□□□□ににににｖｖｖｖをををを入入入入れてくださいれてくださいれてくださいれてください。。。。    
 □0 うまく連携できていると思う 
 □1 まあまあ連携できていると思う 
 □2 まだ連携がうまくいっていないと思う 
 □3 まったく連携ができていないと思う 
 □4 わからない 
 
（（（（３３３３））））センターセンターセンターセンターのののの開設開設開設開設にあたってにあたってにあたってにあたって課題課題課題課題であるとであるとであるとであると考考考考えられることはどのようなえられることはどのようなえられることはどのようなえられることはどのような点点点点ですかですかですかですか。。。。次次次次のののの選択肢選択肢選択肢選択肢のうのうのうのう

ちあてはまるものちあてはまるものちあてはまるものちあてはまるもの 3333つつつつ以内以内以内以内をををを選選選選びびびび□□□□ににににｖｖｖｖをををを入入入入れてくださいれてくださいれてくださいれてください。。。。    
 □0 都道府県の理解や協力 
 □1 市町村の理解や協力 
 □2 社会福祉施設・団体の協力 
 □3 地域住民の協力 
 □4 BBSや保護司会など更生保護団体の協力 
 □5 更生保護施設の協力 
 □6 財政面の安定 
 □7 情報の共有 
 □8 その他（自由にお書き下さい                  ） 
 
問問問問 20202020    触法高齢触法高齢触法高齢触法高齢者者者者・・・・触法障害者触法障害者触法障害者触法障害者のののの更生保護更生保護更生保護更生保護についてについてについてについて，，，，考考考考えやえやえやえや思思思思いについていについていについていについて自由自由自由自由におにおにおにお書書書書きききき下下下下さいさいさいさい。。。。    
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問問問問 21212121    更生保護施設更生保護施設更生保護施設更生保護施設のののの勤務勤務勤務勤務についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。差支差支差支差支えないえないえないえない範囲範囲範囲範囲でおでおでおでお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    
（（（（１１１１））））給与給与給与給与についてのについてのについてのについての満足度満足度満足度満足度としてとしてとしてとして，，，，次次次次のののの選択肢選択肢選択肢選択肢のうちあてはまるもののうちあてはまるもののうちあてはまるもののうちあてはまるもの 1111つをつをつをつを選選選選びびびび□□□□ににににｖｖｖｖをををを入入入入れてれてれてれて下下下下ささささ
いいいい。。。。    
 □0 満足している 
 □1 まあ満足している 
 □2 不満である 
 
（（（（２２２２））））待遇待遇待遇待遇についてのについてのについてのについての満足度満足度満足度満足度としてとしてとしてとして，，，，次次次次のののの選択肢選択肢選択肢選択肢のうちあてはまるもののうちあてはまるもののうちあてはまるもののうちあてはまるもの 1111つをつをつをつを選選選選びびびび□□□□ににににｖｖｖｖをををを入入入入れてれてれてれて下下下下ささささ
いいいい。。。。    
 □0 満足している 
 □1 まあ満足している 
 □2 不満である 
 
（（（（３３３３））））雇用条件雇用条件雇用条件雇用条件にににについてのついてのついてのついての満足度満足度満足度満足度としてとしてとしてとして，，，，次次次次のののの選択肢選択肢選択肢選択肢のうちあてはまるもののうちあてはまるもののうちあてはまるもののうちあてはまるもの 1111つをつをつをつを選選選選びびびび□□□□ににににｖｖｖｖをををを入入入入れてれてれてれて
下下下下さいさいさいさい。。。。    
 □0 満足している 
 □1 まあ満足している 
 □2 不満である 
 
（（（（４４４４））））職員職員職員職員のののの意欲意欲意欲意欲としてとしてとしてとして，，，，次次次次のののの選択肢選択肢選択肢選択肢のうちあてはまるもののうちあてはまるもののうちあてはまるもののうちあてはまるもの 1111つをつをつをつを選選選選びびびび□□□□ににににｖｖｖｖをををを入入入入れてれてれてれて下下下下さいさいさいさい。。。。    
 □0 大いに意欲があると思う 
 □1 まあ意欲があると思う 
 □2 意欲がやや乏しいと思う 
 □3 意欲が乏しいと思う 
 
（（（（５５５５））））更生保護施設更生保護施設更生保護施設更生保護施設のののの運営運営運営運営にににに対対対対するおするおするおするお考考考考ええええ・・・・感想感想感想感想があればがあればがあればがあれば自由自由自由自由におにおにおにお書書書書きききき下下下下さいさいさいさい。。。。    
 
 
 
 
 
最後最後最後最後にににに回答頂回答頂回答頂回答頂いたいたいたいた貴職貴職貴職貴職についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。職種職種職種職種とととと経験年数経験年数経験年数経験年数・・・・性別性別性別性別ををををおおおお教教教教えくださいえくださいえくださいえください。。。。    
 
職種（         ），経験年数（     年），性別（ 男・女 ） 
 
 
質問は以上です。ご協力ありがとうございました。本調査用紙を返信用封筒にいれて，返信くださいま

すようお願い致します。 
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別紙３  

更生保護施設調査集計結果更生保護施設調査集計結果更生保護施設調査集計結果更生保護施設調査集計結果    
 
ⅠⅠⅠⅠ．．．．触法高齢者触法高齢者触法高齢者触法高齢者のののの受受受受けけけけ入入入入れについてれについてれについてれについて

問１ 過去10年間に触法高齢者を受け入れた経験 回答数 構成比
ある 88 92.6
ない 7 7.4

問２ 受け入れなかった理由 回答数 構成比

少年を対象としているから 2 28.6

雇用が決まる見込みが乏しいから 2 28.6

専門的な処遇が行えないから 0 0.0

専門機関等の協力が得られないから 1 14.3

その他　 2 28.6

問３ 受け入れ打診に対し断った理由 回答数 構成比

少年を対象としているから 2 28.6

雇用が決まる見込みが乏しいから 2 28.6

専門的な処遇が行えないから 1 14.3

専門機関等の協力が得られないから 0 0.0

空きがなかったため 0 0.0

その他 2 28.6

問４ 触法高齢者を受け入れた形態（複数回答） 回答数 構成比

刑事施設から（中間処遇を除く） 79 89.8

更生緊急保護として 69 78.4

長期受刑者の中間処遇として 26 29.5

市町村から 1 1.1

警察から 0 0.0

その他 3 3.4

問５ 触法高齢者の受け入れで検討した点（複数回答） 回答数 構成比

年齢 30 34.1

犯歴 40 45.5

刑事施設での処遇状況 23 26.1

帰住先・身元引受先の有無 37 42.0
職業経験 4 4.5
本人の就労意欲 17 19.3
疾患や障害の状態 73 83.0
所持金の有無 6 6.8
年金など社会保険の加入状況 31 35.2
その他 3 3.4

問６ 触法高齢者の処遇で考慮する点（２つ回答） 回答数 構成比

就労について 20 22.7

年金など社会保険の加入について 16 18.2

帰住先・身元引受先との調整 34 38.6

疾患や障害状態について 54 61.4

福祉事務所や老人ホームとの調整 46 52.3

その他 3 3.4  
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ⅡⅡⅡⅡ．．．．触法障害者触法障害者触法障害者触法障害者のののの受受受受けけけけ入入入入れについてれについてれについてれについて

問８ 過去10年間での触法障害者の受け入れ経験 回答数 構成比
ある 78 81.3
ない 18 18.8

問９ 受け入れなかった理由 回答数 構成比

少年を対象としているから 1 5.9

雇用が決まる見込みが乏しいから 4 23.5

専門的な処遇が行えないから 7 41.2

専門機関等の協力が得られないから 0 .0

その他　 5 29.4

問１０ 受け入れ打診に対し断った理由 回答数 構成比

少年を対象としているから 2 28.6

雇用が決まる見込みが乏しいから 2 28.6

専門的な処遇が行えないから 1 14.3

専門機関等の協力が得られないから 0 0.0

空きがなかったため 0 0.0

その他 2 28.6

問１１ 触法障害者を受け入れた形態（複数回答） 回答数 構成比

刑事施設から（中間処遇を除く） 65 83.3

更生緊急保護として 52 66.7

長期受刑者の中間処遇として 11 14.1

市町村から 1 1.3

警察から 0 0.0

その他 6 7.7

問１２ 触法障害者の受け入れで検討した点（複数回答） 回答数 構成比
年齢 12 15.4
犯歴 34 43.6
刑事施設での処遇状況 15 19.2
帰住先・身元引受先の有無 25 32.1
職業経験 7 9.0
本人の就労意欲 28 35.9
疾患や障害の状態 60 76.9
知能の程度 38 48.7
所持金の有無 1 1.3
年金など社会保険の加入状況 11 14.1
その他 5 6.4

問１３ 触法障害者の処遇で考慮する点（２つ回答） 回答数 構成比

就労について 31 39.7

年金など社会保険の加入について 72 92.3

帰住先・身元引受先との調整 23 29.5

疾患や障害状態について 46 59.0

福祉事務所や障害者施設との調整 50 64.1

その他 1 1.3  
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ⅢⅢⅢⅢ．．．．触法高齢者触法高齢者触法高齢者触法高齢者・・・・障害者障害者障害者障害者のののの処遇処遇処遇処遇におけるにおけるにおけるにおける福祉福祉福祉福祉とのとのとのとの連携連携連携連携についてについてについてについて

問１５ 経営する施設における福祉職の配置 回答数 構成比
社会福祉士 20 20.8

介護福祉士 14 14.6

介護支援専門員 4 4.2
その他の職員 19 19.8

配置していない 35 36.5

問１６（１） 福祉職の雇用身分 回答数 構成比

常勤職員（勤務週5日） 50 87.7

非常勤職員（勤務週1回～4回） 2 3.5

パートタイム（勤務週１または隔週1回程度） 1 1.8

問１６（２） 福祉職の職務内容（複数回答） 回答数 構成比

他職員と同じ職務内容 42 73.7

主に事務 0 0.0

主に処遇 14 24.6

特別の処遇プログラム 15 26.3

病院や福祉事務所などとの連絡調整 40 70.2

その他 2 3.5

問１７（１） 福祉との連携の必要の意向 回答数 構成比

一層必要である 60 62.5

対象によって必要である 30 31.3

福祉サービス利用等限定的に必要である 3 3.1

あまり必要ない 0 0.0

まったく必要ない 0 0.0

問１７（２） 福祉との連携で課題と考えること（３つ回答） 回答数 構成比

福祉制度の紹介・斡旋 20 20.8

福祉関係者とのチームによる処遇 52 54.2

福祉関係者からの助言 22 22.9

円満退所に向けた受け皿の確保 87 90.6

更生保護・福祉の考え方の理解 49 51.0

被保護者の人権に対する理解 3 3.1

施設の運営方針に対する理解 19 19.8

その他 2 2.1

問１９（１） 地域生活定着支援センター開設状況（都道府県別） 回答数 構成比
開設された 56 58.3

開設準備中 6 6.3
まだ開設されていない 31 32.3

問１９（２） （開設されたうち）連携の程度評価 回答数 構成比

うまく連携できていると思う 13 23.2

まあまあ連携できていると思う 12 21.4

まだ連携がうまくいっていないと思う 12 21.4

まったく連携ができていないと思う 3 5.4

わからない 15 26.8

問１９（３） 開設にあたり課題と考える点（３つ回答） 回答数 構成比

都道府県の理解や協力 53 55.2

市町村の理解や協力 56 58.3

社会福祉施設・団体の協力 61 63.5

地域住民の協力 14 14.6

BBSや保護司会など更生保護団体の協力 4 4.2

更生保護施設の協力 7 7.3

財政面の安定 18 18.8

情報の共有 22 22.9

その他 5 5.2  
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別紙４ 

イタリア調査報告書 

 

龍谷大学 浜井浩一 

 

 

1. 調査期間  

2010年 8月 30日から同年 9月 9日まで 

 

2. 調査先 

イタリア・ピエモンテ州トリノ市にある国連犯罪司法研究所(UNICRI)を拠点にイタリア

北部の刑務所、司法精神病院、裁判所等を訪問しインタビュー調査を実施 。 

 

3. 調査目的 

 イタリア調査では、高齢・障害犯罪者の刑事司法における処遇及び刑事司法におけるソ

ーシャルワーカーの活動についての調査を実施した。 

 イタリアを調査対象国として選んだ理由は、ヨーロッパ諸国の中で、人口規模を含めた

国の大きさ、高齢化や財政問題といった政治・社会的背景が最も日本と近く、同じ大陸法

の影響下にある国であり、政策提案を検討する場合に参考になる点が多いと考えたためで

ある。 

  

4. 調査結果・概要 

目次 

イタリアの刑事司法の概要 

刑事責任能力と司法精神病院 

司法精神病院 (OPG at Castiglione delle Stiviere)の訪問 

司法精神病院の組織 

OPGにおける処遇と治療 

刑務所医療と OPGの関係 

トリノ刑務所における精神科医療 

矯正処分監督裁判所(Tribunale di Sorveglianza) 

TDSが選択する拘禁代替刑の種類 

UEPE(社会内連携事務所：旧 CSSAで司法省内のソーシャル・サービス担当機関) 

日本との相違 
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イタリアイタリアイタリアイタリアにおけるにおけるにおけるにおける精神障害犯罪者精神障害犯罪者精神障害犯罪者精神障害犯罪者とととと高齢犯罪者高齢犯罪者高齢犯罪者高齢犯罪者のののの処遇処遇処遇処遇についてについてについてについて    

：：：：更生更生更生更生にににに資資資資するするするする刑罰刑罰刑罰刑罰のののの執行執行執行執行    

    

イタリアイタリアイタリアイタリアのののの刑事司法刑事司法刑事司法刑事司法のののの概要概要概要概要    

 次の図はイタリア刑事司法の流れを示したものである。イタリアでは、日本と同様に 14

歳が刑事責任年齢である。14歳以上 18歳までは未成年裁判所で裁判を受け、18歳以上は

地方裁判所で裁判官による裁判を受ける。地方裁判所の裁判体は、単独又は 3 人の裁判官

による合議制である。また、殺人などの重大犯罪については、重罪院で裁判員(参審員)裁判

を受けることになる。重罪院は、2人の裁判官と 6人の裁判員から構成される。なお、日本

と異なるのは控訴した場合、重罪控訴院も裁判員裁判で行われることである。 

イタリアの裁判官と検察官は、司法官(magistrate)と呼ばれ、全国統一の司法官試験によ

って選ばれ、一定の研修後任官する。司法官の異動は、本人の原則申し出でによって審査

され、判事・検事の人事交流も活発である。司法官の人事は裁判所・政府からも独立した

司法職高等評議会が行っている。一般的に、定期人事異動という考え方はなく、空きポス

トに本人たちが応募することで異動が行われ、希望がなければ長期にわたって同一ポスト

に就き続けることができる。そのため、人事が停滞する反面、それぞれの分野、たとえば

矯正に精通した裁判官が育成されるという側面もある。裁判官・検察官の身分保障は手厚

く、待遇も弁護士と比較して優遇されている。また、弁護士(avvocato)は、司法官とは異な

る弁護士試験を受けて一定の実務修習の後に資格を与えられる。 

イタリアの刑事司法の最大の特徴は、判決と刑の執行(刑務所への送致)の間に、もう一つ

別のプロセス(裁判所)が介在するところにある。そのプロセスの中心となるのが矯正処分監

督裁判所(Tribunale di Sorveglianza：以下 TDS)といい、裁判所が言い渡した刑の具体的な

執行方法を検討する裁判所である。イタリアでは、自由刑が宣告され、確定するとそのほ

とんどの刑の執行がほぼ自動的に検察官によって一時的に停止され、この間に拘禁代替刑

が検討される。これは、イタリア憲法第 27条1に、刑罰は人道的なものでなくてはならず、

更生を目的とすることが明記されていることから設けられた制度である。つまり、刑罰と

しての拘禁刑が宣告された後に、受刑者の特性を考慮し、人道的かつ更生のために望まし

い刑の執行方法を検討するため、刑事裁判所とは異なる裁判所が設けられているのである。

後で述べるように TDS は 2 人の職業裁判官(magistrati)と医師・精神科医、心理学者・犯

罪学者などの専門家 2人の計 4人から構成される。TDSは、その支部として矯正処分監督

                                                   
1 Art. 27: La responsabilit penale personale.  L'imputato non considerato colpevole 
sino alla condanna definitiva.  Le pene non possono consistere in trattamenti contrari 
al senso di umanit e devono tendere alla rieducazione del condannato.( Punishment 
cannot consist of treatment contrary to the sense of humanity and must aim at 
rehabilitating the offender.)  Non ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti 
dalle leggi militari di guerra. 
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事務所を持ち、そこに配置された裁判官が定期的に刑務所に赴き、受刑者の処遇変更や仮

釈放についても判断を行う。ただし、仮釈放の決定は TDSにおいて行われる。 

刑の執行が停止された受刑者については、司法省の機関である UEPE (Ufficio 

Esecuzione Penale Esterna：社会内(施設外)処遇(刑執行)事務所)が日本の家庭裁判所調査

官が行っているような社会調査を実施し、医療的又は福祉的な措置が必要な受刑者につい

ては自宅拘禁(公的施設への拘禁を含む)といった拘禁代替刑の必要性について検討し、その

結果を社会調査報告書として TDSに提出する。UEPEは、所長がソーシャルワーカーであ

り、その構成員も多くがソーシャルワーカーである。組織としては、日本の保護観察所と

も類似しているが、UEPEの支援の対象者は受刑者であり、刑務所内での処遇にも関与し、

直接受刑者と関わりながら支援が進められる点が異なる。 

 
治安判事事務所治安判事事務所治安判事事務所治安判事事務所

Ufficio del giudice di pace
(giuduce di pace da avvocato)

地方裁判所地方裁判所地方裁判所地方裁判所 重罪院重罪院重罪院重罪院
Tri bunale ordinario Corte di assise

未成年裁判所未成年裁判所未成年裁判所未成年裁判所 (magistrato ordinario) (2 magistrati e 6 giudici popolari)
Tribunale per i minorenni (1 magistrato o 3 magistrati)
(2 magitrorati e 2 experts)

未成年控訴院未成年控訴院未成年控訴院未成年控訴院 控訴院控訴院控訴院控訴院 重罪控訴院重罪控訴院重罪控訴院重罪控訴院

Corte di appello per i minorenni Corte di appello Corte di assise di appello
(3 magitrorati e 2 experts)

破棄院破棄院破棄院破棄院
Corte supremo di cassacione

矯正処分監督裁判所矯正処分監督裁判所矯正処分監督裁判所矯正処分監督裁判所 矯正処分監督事務所矯正処分監督事務所矯正処分監督事務所矯正処分監督事務所
Tribunale di Sorveglianza Uffici di sorveglianza
(2 magitrorati e 2 experts) (1 magitrorato)

施設外処遇支援事務所施設外処遇支援事務所施設外処遇支援事務所施設外処遇支援事務所
UEPE

NGO
Association 代替刑代替刑代替刑代替刑
Public Service Alternatives

刑務所刑務所刑務所刑務所
Prison

 

刑事責任能力刑事責任能力刑事責任能力刑事責任能力とととと司法精神病院司法精神病院司法精神病院司法精神病院    

イタリア刑法も大陸法の影響を受けた日本と同様、刑事責任能力という考え方を有して

いる。いわゆる責任能力は、未成年のほか、精神障害等による心神喪失や心神耗弱が含ま

れ、犯行時における責任能力のほか、裁判遂行能力も検討される。なお、両者は別概念と

解されている。裁判所が、ある被告人について責任無能力だと判断、つまり心神喪失また

は心身こう弱だと判断した場合には、刑務所への拘禁刑ではなく、司法精神病院(Ospedale 

Psichiatrico Giudiziario ：以下、OPGという)への収容を決定することができる。この決

定は一種の保安処分であり、この処分を選択する際に裁判官は、①犯罪事実の認定、②責

任能力の認定に加えて、③社会への危険性の認定という三つの認定をすることが必要にな
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る。理論的には、犯罪事実を認定し、責任能力を否定し、社会への危険性を否定するとい

う判断も可能であり、この場合には単に釈放される。だが、殺人という暴力犯罪を認定し

て社会的危険性を否定するのは論理的に矛盾することが多いので、重大な事件ではそうい

うケースはほとんどない。ただし、年に数件はそうしたケースがある。イタリアには、日

本における措置入院のような措置は、緊急の際の短期的な措置としてしか存在しない。OPG

への収容が決定される際には、裁判官は、最低収容期間を 2年、5年、10年(無期相当の場

合)から定めるが、この期間より前に、弁護士から又は OPG から釈放（退院）の申請をす

ることができる。申請先は、決定した裁判所ではなく、前記の TDS (又は矯正処分監督裁判

所：TS)に申請し、TDSが、収容継続又は釈放(一般的には監督付釈放)を決定する。 

 

司法精神病院司法精神病院司法精神病院司法精神病院 (OPG (OPG (OPG (OPG    at at at at Castiglione delle StiviereCastiglione delle StiviereCastiglione delle StiviereCastiglione delle Stiviere))))のののの訪問訪問訪問訪問    

 今回の調査では、UNICRIの法律顧問である二人の弁護士、Mr. Vittorio RossiniとMs. 

Ivana Roagnaと共にマントバ地区にある OPGを訪問した。著名な犯罪学者でもある所長

（院長）のMr. Antonino Calogeroと二人の副所長（男性棟と女性棟の責任者）から説明を

受ける。三人とも精神科医である。OPGは刑事政策の概念で言うと保安処分施設でもある。 

 

司法精神病院司法精神病院司法精神病院司法精神病院のののの組織組織組織組織    

OPGはイタリア全土に 6施設ある。訪問したカスティリオーネ・デッレ・スティビィリ

オーネの OPG2は 1999 年に現在の場所に移され、2008 年に組織の全面変更があった施設

である。OPGは機能としては精神病院であるが、同時に司法省の管轄下にある刑事施設で

もある。一般的に OPGは刑罰の執行の一形態として治療を行うため、司法省と健康省の両

方が管轄している。訪問した OPGの場合、所長の任命や人事は健康省の管理下にあり、選

                                                   
2 施設の概況については施設ウェッブサイトに詳しい。
(http://www.antigonelombardia.it/Archivio/castiglione09.htm) 
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挙で選ばれる地方知事がマントバ地区病院機構の医療部長を任命し、その医療部長が OPG

の所長を任命する。したがって、健康省の立場としては、この OPGはマントバ地区病院機

構の病院の一つと位置付けられている。ただし、患者は司法省の管轄下にある受刑者でも

あるため名籍などを行う事務部門に数名の司法省関係の職員が働いている。 

ただし、イタリアの OPGがすべて同じ形態で運営されているわけではない。現在、イタ

リアにおける刑務所医療ではさまざまな改革が進行中であり、新旧の運営形態が併存して

いる。この OPGは改革後の新形態の施設である。この施設以外の 5つの OPGには、健康

省の管轄下にある医療部門と司法省の管轄下にある管理部門に施設責任者がそれぞれ存在

している。そして、管理部門の長は司法省矯正局が任命する。実務的には、施設の責任者

が二人いる場合には、医療部門の責任者は、医療部門のみに権限を持ち、組織の維持管理

はすべて司法省出身の責任者が施設長として行うことになる。 

今回の出張で訪問した OPGは、刑務所医療改革後の新形態を採用し、医療部門と管理部

門の両方を医師でもある地域の医療部長から任命された施設長が一人で担い、2名の副所長

も医師であることから、病院としての施設管理が行われ、被収容者は受刑者としてではな

く患者(治療の対象)として扱われるが、他の OPGでは施設長は刑務官であるため、被収容

者は依然として受刑者として扱われている。 

施設施設施設施設のののの概観概観概観概観    

 

((((施設施設施設施設 HPHPHPHPからからからから抜粋抜粋抜粋抜粋 ) ) ) )    



浜井グループ 29 

    

OPGOPGOPGOPGにおけるにおけるにおけるにおける処遇処遇処遇処遇とととと治療治療治療治療    

この OPGには、男子、女子それぞれ二つずつのユニットから構成され、訪問時(2010年

9月 1日)の現在員 262人(男子 172人・女子 90人)である。男子は三つの近隣の州(regioni)

から患者を受け入れているが、女子を受けいれている OPGは、この施設のみであるため全

国から患者を受け入れる広域収容を行っている。患者の罪名としては全体の 60%が暴力犯

罪、うち 25%が殺人、更にそのうち 75%が家族内殺人である。性犯罪は全体の 1%に過ぎ

ない。病名で多いのは統合失調症であるが、知的障害や人格障害も合併しており、筆者が

見ても明らかに知的障害の認められる患者が複数いた。 

男子は一つのユニットが 80人を定員としている。そこに精神科医が 2名、非常勤の臨床

心理士が 1人、ソーシャルワーカーが 1人、看護師が 9人、その他の看護アシスタント 25

人が配置されている。 

この施設での自殺は過去 10年で 2件しか発生していない。各ユニットに拘束ベルト付き

のベッドを使用した居室が備えられているが使用されることはほとんどないとのことであ

った。男子区はやや収容過剰となっており二人用の居室にベッドが 4 台設置され 4 人収容

となっていた。それでも日本の 4 人定員の少年院の居室よりも明らかに広く感じられた。

各居室にはシャワー付きのバスルームがありシャワー等の使用制限はない。食事はカフェ

テリア方式で、職員と同じ食事が提供されている。男子、女子それぞれに喫茶コーナーが

あり、被収容者が管理し、コーヒー等が有料で提供され、そこで得られた収入は働いてい

る被収容者にも一部給料として支払われるなど、喫茶店経営を含めた職業訓練の場として

も機能している。経済的に困窮し、貯金等のない被収容者については福祉に対して経済的

な支援を申請することもできる。つまり、被収容者が生活保護を申請できると考えればわ

かりやすく、OPGの被収容者であっても福祉サービスから排除されることはない。また、

被収容者は、自分たちで食材を買って調理をすることも許されている。全体として治療共

同体(TC)的な処遇・治療を目指しており、社会復帰を意識した処遇となっている。処遇に

は絵画療法のほか、印刷や縫製なども本人たちの職業訓練や社会参加活動の一環として行

われている。筆者は臨床心理士であるが、絵画の中には、指がないなど様々な本人たちの

心理的問題が顕著に表れているものもあるが、同時に同一人物の描いた複数の絵を比較す

ると治療効果が顕著に認められる絵画もあった。絵画は、退院時には持ち帰らない患者が

多い。過去を振り返らず、新しい自分となって再出発することが一つの治療プロセスと考

えられていることがうかがわれた。 

男女は原則として分離処遇されているが、各種社会活動やプールなどでの余暇は一緒に

活動することが認められている。参観当日は天気がよく、プールサイドのベンチや木陰で

休み、音楽が流されている姿は、どう見ても受刑者には見えず、バカンスにきている男女

にしか見えなかった。全体に、被収容者の多くが参観者である我々に握手を求めて話しか

けてくるなど明るい雰囲気であり、治療共同体が実践されているのが肌で感じられた。 
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刑務所医療刑務所医療刑務所医療刑務所医療とととと OPGOPGOPGOPGのののの関係関係関係関係    

精神障害者の中で責任能力があるとして、OPGへの収容が選択されなかったケースで、

TDS において拘禁代替刑が選択されなかった場合には、受刑者は精神科医療を専門とする

セクションを持つ刑務所に収容される。ただし、この場合においても、病状が進行して刑

務所での処遇が困難となった場合には、司法省と健康省の判断で OPGへの病院移送も認め

られている。この決定は原則として本人にとっての利益処分と考えられているため、受刑

者からの不服申し立てがない限り TDS には移送通知が送られるだけで TDS による許可は

必要としない。トリノ刑務所の場合、一般診療のほか、HIVのセクションが二つ3、精神障

害のセクションが一つ、薬物濫用セクションが一つの四つのセクションがある。3階のフロ

アを三人の医師が交代制勤務となり 4 時間ごとにシフトしている。夜は、緊急時のみの対

応で自宅待機医師が担当している。 

なお、イタリアでは、1978年に健康省の号令のもと、いわゆるバザーリア法の施行によ

って入院施設を持つ精神病院を原則廃止する全国的な精神科医療改革が行われるなど先駆

的な取り組みで知られていたが、刑務所医療の改革は遅れており、2007年までは、刑務所

医療は司法省の管轄下にあった。2007年から大きな改革が進行中であり、それまでは司法

省任命の刑務所長の下に医務部長が置かれていたが、現在、刑務所医務部長は健康省の管

轄となり、OPG同様に地域の医療部長が任命するなど人事形態が変更されたため医務部門

の独立性が高まっている。    

    

                                                   
3 HIVに感染している場合には、法律によって原則として拘禁代替刑の保護観察が選択さ
れる。 
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トリノトリノトリノトリノ刑務所刑務所刑務所刑務所におけるにおけるにおけるにおける精神科医療精神科医療精神科医療精神科医療    

((((施設施設施設施設 HPHPHPHPからからからから抜粋抜粋抜粋抜粋 ) ) ) )    

    

トリノ刑務所の現員(2010年 9月 6日)は 1,630人で、既決は 550人、残りは移送待ちま

たは未決で既決・未決は混禁となっている。それだけ既決にも自由が認められているとい

う解釈ができるのかもしれない。イタリア全体では定員 43,000 人のところ 68,000 人が収

容されており、慢性的な過剰収容状態にある。施設内はイタリアの刑務所らしく、警備担

当の警官を除き全員私服であるため部外者には誰が職員で、誰が受刑者かよくわからない。

受刑者の属性としては薬物犯が多く 30%、また、外国人が 65%と多く、これがイタリア行
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刑の大きな課題となっている4。 

前述のように、刑事司法における精神科の診断は二段階に分かれている。すなわち、①

刑事責任能力に関する判断と②刑事施設での拘禁の適切性に関する判断の二つである。ト

リノ刑務所の精神科医は前者の判断については関与しない。責任能力や社会的危険性の判

断については裁判所が外部の精神科医を指名して行われる。刑務所の精神科医療は、被収

容者が拘禁に耐えられるかどうかを判断する。トリノ刑務所の精神科医療ユニットは定員

が 40 名で、常時 20 名ぐらいが収容されている。多くは、統合失調症、人格障害、薬物依

存であるが、気分障害なども若干名いる。主に、器質的な障害と、拘禁反応に分けて治療

が行われている。患者は、施設内の他のユニットや他の施設などから送られてくる。知的

障害は 1%以下でほとんどいないとのこと。未決でも、刑務所での治療が不可能と判断した

場合には、TDS の判断で病院等に移送される。ユニットでの治療期間は様々で長期にわた

るケースもある。筆者が訪問中も窓を激しくたたいている被収容者がいたが、非常ベルが

鳴ることはなかった。このユニットに限らないが、刑務官は希望によって、所長の判断で

刑務所内を異動する。独身の刑務官は施設内の寮に住むことが義務づけられている。ユニ

ットは精神科医、臨床心理士、看護師、教官から構成されている。印象であるが精神科医

師や臨床心理士がやや優遇され、彼らは管理職を除き、精神科治療や心理治療が担当でそ

の他すべてを教官が担うことになる。つまり、雑用係として受刑者の対応にいろいろと走

り回るのは、警備担当の刑務官の担当部分を除くと教官ということになる。このユニット

の大きな役割は三つあり、①被収容者すべてに対する精神科医療の提供、②刑務所内への

心理学的サービスの提供、③特別ユニットとして精神障害のある被収容者を収容しての治

療の実施を担っている。 

これまで調査したように、精神障害のある被収容者は、まず責任能力のあるなしで分け

られ、犯罪事実が認定され、責任能力がなく社会的危険性が高い場合にはOPGに送致され、

社会的危険性がない場合にはその他の措置、つまり地域の医療に委ねられる。また、責任

能力があるとなった場合には、刑務所医療が面倒を看ることになる。この場合も、刑務所

の医療部門で手に余る場合には OPGへの移送が行われるし、他の措置に移送される場合も

ある。社会に戻される場合には警察が監督することになる。 

刑務所での医療サービスの指揮系統は、健康省→地方知事→地方健康サービス→地方精

神医療課→各病院、刑務所内の精神科ユニット・OPGという階層となっている。 

    

                                                   
4 トリノ刑務所では、所長のMr. Pietro Buffa氏(著名な社会学者でもあり 10年以上トリノ
刑務所の所長をしている。余人をもって代え難しという特別な人事)、トリノ地区の医療部
長や刑務所のトリノ刑務所の精神医療課長に対してインタビュー調査を実施した。 
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矯正矯正矯正矯正処分処分処分処分監督裁判所監督裁判所監督裁判所監督裁判所(Tribunale di Sorveglianza)(Tribunale di Sorveglianza)(Tribunale di Sorveglianza)(Tribunale di Sorveglianza)    

TDSの裁判体は、2人の職業裁判官、1人の臨床心理士または犯罪学者またはソーシャル

ワーカー、1人の医師または精神科医師の 4人から構成されている。審理には、受刑者のほ

か検察官と弁護士が参加する。TDS は控訴院に対応して存在しているため、その下には地

方裁判所に対応する矯正処分監督事務所(Uffici di Sorveglianza)5が配置され、1-2人の裁判

官が常勤している。彼らは受刑者からの申請を受け定期的に刑務所に赴き、受刑者に対す

るインタビュー調査などによって情報を収集し(assessment を含む)、施設側に対して処遇

変更などを勧告することができる。ただし、拘禁代替刑の決定や釈放などに関する重要な

決定は TDSが行う。トリノの TDSは、合計で 14の裁判体を持ち、原則地域ごとに分かれ

て事件を担当する。うち 6 つの裁判体はトリノ市を担当している。裁判体を構成する裁判

官は常勤、専門家は非常勤である。専門家の任期は 3 年で、裁判所が作ったリストの中か

ら裁判所が依頼する形で任命される。裁判官にも異動はあるが、定期異動という概念はな

く、原則は本人の希望を基に CMS が異動を検討する。ただし、所長だけは任期があり(8

年)、任期終了後には他のポストを希望して異動することになる。いずれにしても裁判官の

異動は日本の裁判官とは異なり本人の希望によるため、TDSの裁判官はずっと TDSの裁判

官ということもある。定期異動という概念がないため、TDS の裁判官は経験を積み処遇に

強い関心と責任感を持つが、地方裁判所等の刑事裁判官は日本と同様に判決後の更生や処

遇に関心のない人も多いとのことであった。ただ、裁判官のキャリアとしては、希望の少

ない TDSは比較的若い裁判官が配置され、そこで矯正実務を知ってエリートである刑事裁

判官へと転身していくケースが多く、日本と比較すればはるかに矯正実務に精通した裁判

官が多いといえる。 

イタリアでは、原則、地方裁判所が判決を言い渡すが、拘禁刑(判決を言い渡す裁判官が

判決として執行猶予を言い渡すこともできる)が言い渡され、刑が確定した場合には、その

刑の執行の 90%近くが、自宅拘禁などの拘禁代替刑を検討するため、検察官によってその

執行が一時的に停止される。拘禁代替刑の検討は原則として本人の申請を受けて開始され

る。 

拘禁代替刑を選択する上で必要となる社会調査は UEPEが担当するが、病気や障害があ

り受刑に耐えられないといった内容のケースでは、受刑者は弁護士を通して家庭医に証明

書を書いてもらうことも可能である。ただし、その場合でも公平を期すため TDSは刑事施

設(刑務所・拘置所)の医務部長に診断を依頼することがある6。この場合、刑務所の医務部

                                                   
5 TDSの組織概要については、ローマの TDSのウェッブサイトが参考になる。
(http://tribsorvroma.wordpress.com/) 
6 矯正処分監督裁判所(Tribunale di Sorveglianza)についての詳細は、現在、刑務所の医官
で、TDSの裁判員(専門家構成員)をしていたMs. Maria Luisa Iannuzzo (MD)に対するイ
ンタビュー調査及びトリノ TDS所長のMr. Marco Viglinoに対するインタビュー調査によ
って得られたものである。Ms. Iannuzzoは 1997年から刑務所医官、刑務所医務部長、矯
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長は医療上の措置が優先するケースについて、そのまま刑務所におくことは負担が増える

ため、受刑者に不利な判断をする利害はないと考えられている。この診断を基に審判が開

かれるが、診断について検察官や弁護士の合意が得られない場合には TDSに登録している

医師の診断を求めることになり、その判断が尊重される。刑務所医官も受刑者が健康上の

理由で受刑に耐えられないと判断した場合には TDS に通知をすることができる。ただし、

直接申請することができるのは常に受刑者である。今回インタビュー調査を実施した元

TDSの構成員だった医師の体験では 85歳で妻を激情から殺害した事件で有罪・拘禁刑とな

り、TDS において自宅拘禁が選択されたケースがあったとのことであった。医療上の理由

で拘禁代替刑や処遇変更が検討される場合、原則として TDSの裁判体を構成する医師の意

見が尊重される。 

拘禁代替刑は責任を持てる受け入れ先が決まらない場合には言い渡されない。TDS が自

ら受け皿を探すことは原則としてない。受け皿の確保は、受刑者またはその弁護士などが

見つけてくる必要があるが、公的機関としては UEPEがそれを支援する。受刑者は刑が確

定後、刑務所の臨床心理士や教官、ソーシャルワーカー、医官とのインタビューを求める

ことができ、その際に、拘禁代替刑や受け入れ先についての情報を入手することができる。

受け皿としては家族が一般的だが、それ以外にもNGOや様々な支援団体が受刑者の受入れ

を行っている。 

インタビューした医師によると、担当したケースとして、20 歳の時に両親を殺害し、マ

スコミで激しく批判された青年の場合にも、出所時には複数の団体から受け入れのオファ

ーがあったとのことであり、日本とは受刑者の受け皿に関する環境がかなり異なっている

様子がうかがわれた。イタリアは、文化として家族のつながりが強く、老人を一人暮らし

させることを恥ずかしいという思いがあることも高齢者の孤立を防いでいるとのことが大

きいのかもしれない。このあたりは核家族化が進んでいる日本やノルウェーとは社会的環

境が異なっている。 

トリノ TDSの所長のMr. Marco Viglino は、TDSは、刑事司法において、判決と執行の

間を調整し、両者をつなぐためのフィルターの役割を果たしていると指摘する。フィルタ

ーの趣旨は、刑罰と執行の橋渡しであり、刑をどのように執行するのが受刑者や社会のた

めになるのかを判断する。イタリアでは、憲法において刑罰の目的が受刑者の改善更生に

あると明記されているため、その目的を具現化するために作られたのがTDSである。また、

フィルターとしての TDSがなければ、イタリアの刑務所はたちどころに過剰収容に陥ると

いうのが所長の意見であり、TDS は厳罰化が、即過剰収容につながらないようにフィルタ

ーをかける役割も果たしている。判決から執行の決定までの期間は 6-10か月であり、少数

だがかなり長引くケースもあり問題となっている。刑の執行に当たっては、犯罪の重大性

だけでなく、本人の状況や態度、または判決後の態度の変化なども考慮される。前述のと

                                                                                                                                                     
正処分監督裁判所(以下 TDSという)の裁判員や裁判所の医療コンサルタント(鑑定医)など
をしている矯正医療のスペシャリストである。 
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おり、70 歳以上の高齢受刑者の場合には原則として(凶悪犯罪やマフィア犯罪を除く)実刑

を回避することが検討され、自宅拘禁や福祉施設での刑の執行などが選択肢と検討される。

イタリアの刑務所に 70歳以上の受刑者がほとんどいないのはこのためである。前述のよう

に拘禁代替刑が選択される場合に受け皿を探すのは本人または UEPEとなる。イタリアで

も高齢者の受け皿を探すのは簡単ではないが、公的施設や NGOなどを当たれば見つからな

いと言うことはない。60歳以上でも程度は違うが同様の措置がとられる。 

次の図は、イタリアと日本における 2009年年末現在の受刑者年齢層別構成比である。人

口における高齢者比では日本にほぼ匹敵するほど高齢化が進み、財政赤字が拡大している

イタリアにおいて 60歳以上の割合は約 4%であるのに対して、日本は約 16%である。 

イタリアイタリアイタリアイタリア及及及及びびびび日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおける2009200920092009年年末現在年年末現在年年末現在年年末現在におけるにおけるにおけるにおける受刑者受刑者受刑者受刑者のののの年齢層別構成比年齢層別構成比年齢層別構成比年齢層別構成比

出典：　ISTATの統計による。

出典：　矯正統計年報の統計による。
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また、最近では修復的司法の流れを受けて、TDSにおいて犯罪被害者への弁償などの RJ
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的試みも行っている。 

 

TDSTDSTDSTDSがががが選択選択選択選択するするするする拘禁代替刑拘禁代替刑拘禁代替刑拘禁代替刑のののの種類種類種類種類    

 TDS が選択する拘禁代替刑の主なものとしては以下の四つを挙げることができる。最初

の二つは、刑の執行時から適用することができるもので、後の二つは、刑の執行途中で適

用することが原則となっている。また、これ以外に、短期拘禁刑を回避するために、判決

時に地方裁判所等の裁判官が直接言い渡すことのできる社会奉仕命令や拘禁に代わる罰金

刑などの代替刑が存在する。 

①保護観察(Affidamento in prova al servizio sociale) 

保護観察を適用するかどうかは、本人や UEPE の作成する報告書に基づいて TDS が決

定する。保護観察が適用された者は、裁判所が言い渡した拘禁期間の間、ソーシャルサー

ビスの監督下に入り、各種プログラムを受ける。 

②自宅拘禁(Detenzione domiciare) 

保護観察とは異なり、更生を目的とするというよりは、高齢者や知的障害者を含む精神

障害者心身の状況から刑務所に拘禁することが適さない者に適用される。高齢者の場合に

は、60 歳以上で部分的でも(刑務所での処遇が適切でない程度に)心身に障害のある者が対

象となる。このカテゴリーに含まれるものについては、特別な重大犯罪や組織犯罪を除き、

刑期の長さ(3年以上でも)に関係なく適用される。自宅拘禁という名前であるが、拘禁の場

所は、自宅に限らず刑務所以外の公的なケア施設もあり得る。累犯者も状況によっては対

象となり得る。 

③部分拘禁(Semiliberta) 

 いわゆる外部通勤・通学制度で、受刑者の社会復帰を促進するため、受刑者が日中、施

設外に通勤したり、通学したり、通院したりするなど社会的な活動をすることを許可する

制度である。原則として一定期間(刑期の半分)拘禁刑を執行された後に許可が与えられる。 

④条件付き釈放(Liberazione condizionale) 

 日本で言うと仮釈放に相当する。上記と同様に刑期の半分または 30月以上の刑の執行を

受けた受刑者が対象となり、日本同様悔悟の情があり、原則は、民事的な弁償が済まされ

ているケースが対象であるが、受刑者に弁済能力のない場合にはこの限りではない。 

 これらの拘禁代替刑はいずれも受刑者またはその代理人の申請によって審理が開始され、

その点が日本と大きく異なっている。 

また、これまで見てきたように TDSの存在によって弁護士や検察官も否応なく判決後の

処遇に関わることを求められるのがイタリア刑事司法の特徴でもある。 

    

UEPE(UEPE(UEPE(UEPE(社会内連携事務所社会内連携事務所社会内連携事務所社会内連携事務所：：：：旧旧旧旧 CSSACSSACSSACSSAでででで司法省内司法省内司法省内司法省内ののののソーシャルソーシャルソーシャルソーシャル・・・・サービスサービスサービスサービス担当機関担当機関担当機関担当機関))))    

イタリアの刑務所で被収容者に対するソーシャルサービスが始まったのは 1975 年(法律

354、72条)で、その後司法省内に CSSA(Centro di Servizio Sociale per Adulti)という組織
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ができ、2005年、法改正により、この組織はUEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna：

社会内(施設外)刑罰執行支援事務所)と改称している。TDSと同様に、UEPEはイタリア憲

法第 27条に書かれた刑罰の目的としての更生・社会復帰を促進するために設けられた機関

である。UEPE は刑務所内でも活動しているが、組織としては司法省の管轄で刑務所とは

別組織として刑務所の外に位置づけられている。組織の形態としては、日本の保護観察所

とも類似しているが、UEPE は矯正施設の被収容者とその家族を支援対象とし、刑務所内

での処遇にも関与し、直接受刑者と関わりながら仕事を進める点が異なる。ひとつの UEPE

は一つ又は複数の矯正施設を担当する。UEPEの主な業務は以下の四つであり； 

① 被収容者の家族に対する支援 

② 拘禁代替刑に関する調整と TDSに対する社会調査レポートの作成 

③ 満期釈放者等被収容者に対する社会復帰のための支援 

④ 被収容者や社会内処遇の対象者に対する社会資源(社会福祉、薬物処遇など)の調整

(最適化・効率化) 

となっている。UEPE は主体的に被収容者の支援を行うだけでなく、刑務所長、TDS、社

会福祉事務所、別地域のUEPEの要請に応じて支援を行う。UEPEは、主に刑務所外での

様々な支援を担当している。インタビューをした職員が紹介してくれた興味深い支援の例

としては、一人暮らしの被収容者がアパートに犬を置いてきて心配だという相談があり、

ボランティアを使って犬を引き取ってもらったりすることも行う。UEPE の職員は、被収

容者に対する相談業務のほか刑務所内で被収容者の教育にも関与するが、その中身は情報

提供や刑務所の教官に対する助言など間接的で、刑務所内の教育プログラムを直接運営す

ることはほとんどない。刑務所内での教育は原則として刑務所の教官などが行う。UEPE

で働いているのは、ほとんどがソーシャルワーカーであり、司法省に属してはいるが、福

祉の教育を受け(学位を持ち)、地域のソーシャルサービスとネットワークを持っていること

が大きな特徴である。UEPE が、被収容者に直接支援を提供することは少なく、職業のあ

っせんや福祉のサービスへの引き継ぎなど、地方のソーシャルサービスへのつなぎ(コーデ

ィネーション)を主な業務としている。ただし、こうしたサービスはすべての受刑者に行わ

れるわけではなく、実務的には、UEPE の支援を求める被収容者はまず担当の教官等に願

い出て、彼らがそのニーズを判断し UEPEにつなぐことになる。具体的には、イタリアで

は刑が確定すると 9 カ月期間が分類調査の期間とされ、この間に教官や臨床心理士がかか

わりながら個々の受刑者に対しては個別的処遇計画のようなものが作られるが、その際に、

家族や出所後の仕事のあっせんや福祉的な支援が必要だと判断された場合には、受刑者の

要望によって、その内容が盛り込まれて UEPEにケースが係属する。長期刑の場合は、出

所が遠いため、こうした作業は延期される7。 

                                                   
7 UEPEの実務については、トリノUEPEに所属するソーシャルワーカーのMs. Silvia 
Vibertiとのインタビューによる。その他、UEPEに関する資料としては Patrizia Truscello, 
“Il ruolo dell’UEPE” (http://www.cedostar.it/atti_gambling/ruolo_uepe.pdf)やラッツィオ
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イタリアでは、成人に対する保護観察(日本のように保護観察所や保護観察官がいるわけ

ではない)は、地域のソーシャルワーカーが指導監督を担当するため、そもそも保護観察所

に相当する組織がなく、UEPE と業務が競合することはない。UEPE の最大の特徴は司法

内の組織で刑務所の外に位置づけられ、社会内での処遇や支援、つまり家族の支援や釈放

後の支援や福祉を中心とする社会資源の調整を担当するものの、刑務所内にも自由に行き

来することができ、刑務所と外部の社会資源を直接的につなぐことができることにある。

ある意味、日本の保護観察所が同じ法務省に所属しながら刑務所とうまく連携できていな

いのと比較して、UEPE は組織が別でも、被収容者の支援という刑務所内の業務が主な業

務であるため、刑務所との連携がスムースであることを特徴としている。 

トリノ TDS所長とのインタビューにおいても、70歳以上の高齢者の場合、原則として刑

務所には収容されず、地方裁判所で拘禁刑が言い渡されたとしてもほぼ自動的に TDSが拘

禁代替刑を検討することになるとのことであった。高齢者に対しては、確定前から NGO等

の支援がある場合が多く、もし高齢で受け入れ先がない場合には UEPEや刑務所の教官等

が適当なNGO等の支援団体に支援を依頼することになる。イタリアでは地域及び問題別に

小さな支援団体がいくつもあり支援が行われている。このしたNGOや様々な支援団体が存

在する背景としてカトリック教会、特にコミュニティーと直結した教会の存在が大きい。 

イタリアのコミュニティーでは教会の役割や存在感が大きく、大きな発言権や結影響力

をもっている。そして、罪を犯した人に対する支援はカトリック教会の社会貢献活動とし

て大きく位置づけられており、犯罪者に限らず様々な支援団体は教会を母体としているこ

とが多い。そのため、元受刑者などの受け入れに対しても地域の理解が得られやすく、ま

た、日本における更生保護施設のような施設の建設などの際にも教会の影響で地域の反対

運動が起こりにくいという事情もあるようである。 

また、UEPE の重要な業務の一つが、受刑者から代替拘禁刑の申請があった際に、受刑

者本人やその家族や福祉関係機関等と面接しTDSに対して福祉的ニーズを含めた更生のた

めの社会調査報告書を作成することにある。60 歳以上の高齢者に対する拘禁刑が確定した

場合には、その心身の状態や福祉的・医療的なニーズ、家族の受入れ体制を調査するとと

もに、単に報告書を作成するだけではなく、必要があれば福祉的機関につなぐことで家族

の受け入れ態勢を調整しつつ拘禁代替刑に向けた調整を行う。 

イタリアでは、基本的に小さな犯罪をいくら繰り返したといっても累犯というだけで刑

務所に収容されることはない。また、家族や地方のソーシャルサービスによる福祉的支援

があるため、知的障害者が福祉的支援を受けないまま犯罪を繰り返したり、高齢者が犯罪

を繰り返したりするという状態が考えにくいと多くの専門家が語っていたのが印象的であ

った。 

                                                                                                                                                     
県の刑務所専門職ネットワークのホームページ

(http://www.farete.it/wiki/..._GLI_UFFICI_PER_L'ESECUZIONE_PENALE_ESTERN
A_(U.E.P.E.))にUEPEが作られた経緯や組織の概要についての説明がある。  
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日本日本日本日本とのとのとのとの相違相違相違相違    

日本において高齢者や知的障害者が刑務所で実刑判決を受け、再犯を繰り返す問題の背

景には、刑事司法システムの中で判決前と判決後が分かれており、裁判官や検察官、また

は弁護士も判決後の構成にほとんど関心がなく、判決において被告人の更生がほとんど考

慮されないこと。さらには、刑事司法と福祉が二律背反的に完全に分離しておりいったん

刑事司法に関わると福祉的支援が届かなくなり、社会に定着できず、再犯を防止できない

ところにある。 

この点からイタリアで高齢者や知的障害者などが刑務所に収容されない仕組みとしては

以下のことが考えられる。 

・憲法で刑罰の目的が更生にあると位置づけられているため、判決後の更生に向けた処

遇を実現するため TDSが作られ、さらには刑事司法機関が更生という視点から連携す

るようにシステム化されている。TDS は、本人の持つ様々な問題点を考慮し、更生を

考えながら刑の執行形態(内容)を選択する。 

・司法省管轄下に刑務所内の処遇と社会内をつなぐためにソーシャルワーカーを中心と

する処遇コーディネート機関である UEPEが存在し、刑務所内に自由に入りながら釈

放後を含めて被収容者の社会内での生活を調整するとともに、TDS に対して社会調査

報告書を作成することで社会福祉的な視点を刑の執行に取り入れることができる。 

・社会内の受け皿としてキリスト教的な思想を背景として NGO など様々な受け皿が存

在し、地域の教会を中心とした様々な支援団体が活動しているため、犯罪者の受け皿

作りに対する反対運動が起こりにくい社会的土壌が存在する。 

これに対して、日本は、イタリアの憲法第 27条に対応する条文である第 31条には、 「「「「何

人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の

刑罰を科せられない。」とだけ規定してありなど、刑事手続に関する権利規定があるのみで

ある。また、最高裁判所が作った裁判員へのパンフレットには、刑罰の目的として「殺人、

法科、強盗、窃盗などの犯罪は、国民の生命、身体、財産、生活の平穏、社会公共の秩序

といった、国民や社会、国家の重要な利益を侵すものです。しかし、犯罪の被害を受けた

人が、直接犯人に報復したのでは、かえって社会の秩序が乱れてしまいます。そこで、国

が、このような犯罪を犯した者に対して刑罰を科すことにより、これらの重要な利益を守

っています。」と記載してある。つまり、最高裁は、刑罰の目的は応報である考えているわ

けである。ここに、日本の裁判官が更生に関心を持たないのはそれが職業上求められてい

ないからであり、ここに日本の刑事司法の最大の問題点が象徴的に表れている。刑事裁判

や刑事処分において応報又は一般予防にしか関心がなければ、当然、更生は本人だけの問

題であり、社会復帰につなげていく刑罰の執行という視点は生まれてこない。高齢者や障

害者が刑務所に大量に拘禁されている現実を作り出しているのは、こうした刑事司法の基

本的な姿勢にある。そして、どんなに微罪であっても累犯化すればほぼ機械的に刑法上の

累犯加重を適用するような刑事司法を作り出しているのであろう。 
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別紙５ 

弁 護 士 各位  

 

龍谷大学法科大学院教授 浜 井 浩 一 

 

            知的障害又知的障害又知的障害又知的障害又はははは高齢被疑者高齢被疑者高齢被疑者高齢被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人のののの刑事弁護刑事弁護刑事弁護刑事弁護にににに関関関関するするするする調査調査調査調査のおのおのおのお願願願願いいいい 

 私は，厚生労働科学研究（障害保健福祉総合研究事業）「触法・被疑者となった高齢・

障害者への支援の研究」（※）の研究分担者である，龍谷大学法科大学院の浜井と申しま

す。 

本研究の一環として，弁護士の皆様に，知的障害又は高齢被疑者の刑事弁護に関する

御経験，御意見等について調査させていただきたく存じます。 

御多用のところ誠に恐縮ですが，本研究の趣旨を御理解の上，御協力いただきたくお

願い申し上げます。 

なお，本調査の実施につきましては，日本弁護士連合会事務局の了解を得ております。 

（※）課題番号：Ｈ２２－障害－一般－００１，研究代表者：社会福祉法人南高愛隣会理事長 田

島良昭 

 

【調査結果の処理】 

本調査の回答結果は，コンピュータによる統計処理を行いますので，回答者個人が

特定されることはありません。 

【回答の方法】 

選択肢が設定されている質問は，合致するものを選び，その数字を右回答欄に御記

入ください。記述式質問は，欄内に自由に御記入ください。 

【用語の定義】 

ここでいう「知的障害」「高齢」は，次のように定義します。 

「知的障害」：専門機関等による知能検査の結果で「知的障害」の診断がなされた

者のほか，接見その他により，知的障害が予想された場合も含みます。なお

，知的障害と精神障害等の重複障害は含みますが、精神障害（統合失調症，

うつ病，覚せい剤精神病，人格障害など）だけの場合は除きます。 

「高齢」：６５歳以上をさします。 

 

◎本調査に対する質問等は，以下にお願いします。 

  龍谷大学矯正・保護総合センター 

   京都市伏見区深草塚本町６７（電話 ０７５－６４５－２０４０） 

   担当：我藤 諭（E-mail：s-gato@ad.ryukoku.ac.jp）
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※※※※以下以下以下以下でのでのでのでの「「「「知的障害知的障害知的障害知的障害をををを有有有有するするするする」」」」とはとはとはとは、、、、専門機関等専門機関等専門機関等専門機関等によるによるによるによる知能検査知能検査知能検査知能検査のののの結果結果結果結果でででで「「「「知的知的知的知的

障害障害障害障害」」」」のののの診断診断診断診断がなされたがなされたがなされたがなされた者者者者のほかのほかのほかのほか，，，，接接接接見見見見そのそのそのその他他他他によりによりによりにより，，，，知的障害知的障害知的障害知的障害がががが予想予想予想予想されたされたされたされた場合場合場合場合

もももも含含含含みますみますみますみます。。。。定義等定義等定義等定義等についてはについてはについてはについては表紙表紙表紙表紙をををを参照参照参照参照ののののことことことこと。。。。    

 

ＱＱＱＱ１１１１    あなたはあなたはあなたはあなたは，，，，過去過去過去過去 1111年間年間年間年間にににに，，，，知的障害知的障害知的障害知的障害をををを有有有有するするするする被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人をををを担当担当担当担当されたこされたこされたこされたこ

とがありますかとがありますかとがありますかとがありますか。。。。   

   ０ 一度もなし    （→右欄回答の上，Ｐ７のⅡへ） 

１ 国選弁護のみあり  ２ 私選弁護のみあり 

３ 国選弁護・私選弁護ともにあり   

 

 

    

（（（（以下以下以下以下ののののQQQQ２２２２～～～～QQQQ１０１０１０１０はははは，，，，QQQQ１１１１でででで１１１１～～～～３３３３をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方のみのみのみのみ回答回答回答回答。）。）。）。）    

    

〔〔〔〔QQQQ１１１１でででで「「「「１１１１」、「」、「」、「」、「２２２２」、「」、「」、「」、「３３３３」」」」をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方のみのみのみのみ回答回答回答回答〕〕〕〕    

ＱＱＱＱ２２２２    あなたはあなたはあなたはあなたは，，，，過去過去過去過去 1111年間年間年間年間にににに，，，，当番弁護当番弁護当番弁護当番弁護
．．．．

ではではではでは、、、、知的障害知的障害知的障害知的障害をををを有有有有するするするする被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人

をををを，，，，合計合計合計合計でおおよそでおおよそでおおよそでおおよそ何件何件何件何件くらいくらいくらいくらい担当担当担当担当されましたかされましたかされましたかされましたか。。。。該当該当該当該当するするするする選択肢選択肢選択肢選択肢をををを選選選選びびびび、、、、そのそのそのその番番番番

号号号号をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

 

1 ０件  2 １～２件 3 ３～５件 4 ５～７件 

 5 ８～１０件 6 １１～１５件 7  １６～２０件 

 8 ２１件以上 

 

    

〔〔〔〔QQQQ１１１１でででで「「「「１１１１」」」」あるいはあるいはあるいはあるいは「「「「３３３３」」」」をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方のみのみのみのみ回答回答回答回答〕〕〕〕    

ＱＱＱＱ３３３３    あなたはあなたはあなたはあなたは，，，，過去過去過去過去 1111年間年間年間年間にににに，，，，知的障害知的障害知的障害知的障害をををを有有有有するするするする被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人のののの国選弁護国選弁護国選弁護国選弁護
．．．．

をををを，，，，

合計合計合計合計でおおよそでおおよそでおおよそでおおよそ何件何件何件何件くらいくらいくらいくらい担当担当担当担当されましたかされましたかされましたかされましたか。。。。該当該当該当該当するするするする選択肢選択肢選択肢選択肢をををを選選選選びびびび、、、、そのそのそのその番号番号番号番号をををを

ごごごご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

 

1 １～２件  2 ３～５件 3 ５～７件 4 ８～１０件 

 5 １１～１５件 6 １６～２０件 7 ２１件以上 

    

 

 

 

ⅠⅠⅠⅠ    過去過去過去過去 1111 年間年間年間年間のののの知的障害被疑者知的障害被疑者知的障害被疑者知的障害被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人にににに関関関関するするするする刑事弁護刑事弁護刑事弁護刑事弁護のののの経験経験経験経験    

Q1 

Q2 

Q3 
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〔〔〔〔QQQQ１１１１でででで「「「「２２２２」」」」あるいはあるいはあるいはあるいは「「「「３３３３」」」」をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方のみのみのみのみ回答回答回答回答〕〕〕〕    

ＱＱＱＱ４４４４    あなたはあなたはあなたはあなたは，，，，過去過去過去過去 1111年間年間年間年間にににに，，，，知的障害知的障害知的障害知的障害をををを有有有有するするするする被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人のののの私選弁護私選弁護私選弁護私選弁護
．．．．

をををを，，，，

合計合計合計合計でおおよそでおおよそでおおよそでおおよそ何件何件何件何件くらいくらいくらいくらい担当担当担当担当されましたされましたされましたされましたかかかか。。。。該当該当該当該当するするするする選択肢選択肢選択肢選択肢をををを選選選選びびびび、、、、そのそのそのその番号番号番号番号をををを

ごごごご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

 

1 １～２件  2 ３～５件 3 ５～７件 4 ８～１０件 

 5 １１～１５件 6 １６～２０件 7 ２１件以上 

    

    

    

ＱＱＱＱ５５５５    過去過去過去過去 1111 年間年間年間年間にににに，，，，担当担当担当担当されたされたされたされた知的障害知的障害知的障害知的障害をををを有有有有するするするする被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人のののの身柄身柄身柄身柄はどうではどうではどうではどうで

したかしたかしたかしたか。。。。以下以下以下以下のののの項目項目項目項目にあてはまるにあてはまるにあてはまるにあてはまる件数件数件数件数をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。（（（（第第第第１１１１審審審審のみのみのみのみ））））    

 

① 身柄拘束はなかった 

 

② 身柄を拘束されたが，起訴前に釈放された 

 

③ 不起訴で釈放された 

 

④ 略式起訴で釈放された 

 

⑤ 起訴後すぐに保釈された 

 

⑥ 公判中に保釈された 

 

⑦ 保釈されなかった 

 

⑧ 公訴取り下げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q5①       

件 

Q5②       

件 

Q5③ 

件 

Q5④       

件 

Q5⑤       

件 

Q5⑥       

件 

Q5⑦       

件 

Q5⑧       

件 

Q4 
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ＱＱＱＱ６６６６    知的障害知的障害知的障害知的障害をををを有有有有するするするする被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人のののの刑事弁護刑事弁護刑事弁護刑事弁護をををを担当担当担当担当されたされたされたされた際際際際，，，，どのようなこどのようなこどのようなこどのようなこ

とからとからとからとから、、、、被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人にににに障害障害障害障害があるがあるがあるがある（（（（若若若若しくはしくはしくはしくは疑疑疑疑いがあるいがあるいがあるいがある））））とととと分分分分かかかかりましたかりましたかりましたかりましたか。。。。

各項目各項目各項目各項目についてについてについてについて、、、、あなたがどのあなたがどのあなたがどのあなたがどの程度程度程度程度ごごごご経験経験経験経験されたことがあるかをされたことがあるかをされたことがあるかをされたことがあるかを，，，，次次次次のののの数字数字数字数字をををを解答解答解答解答

欄欄欄欄にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。またまたまたまた、、、、項目以外項目以外項目以外項目以外にあにあにあにあればればればれば「「「「そのそのそのその他他他他」」」」のののの欄欄欄欄にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

 

   ０ なし   １ ややあり   ２ 非常にあり 

 

① 被疑者・被告人が自ら話した 

 

② 被疑者・被告人の言動から気がついた 

 

③ 被疑者・被告人の親族から障害があることを教えてもらった 

 

④ 被疑者・被告人の親族から聞き取りを行っているときに気が 

 ついた 

⑤ 福祉関係者から情報が提供された 

 

⑥ 医療機関や行政等への捜査照会をした 

 

⑦ 診断書があった 

 

⑧ 精神鑑定（簡易鑑定・少年鑑別所による鑑別報告書を含む） 

  をおこなった 

⑨ 被疑者・被告人の身上調書に記載されていた 

 

⑩ 本人の家族の供述調書に記載されていた 

 

 

（その他） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q6① 

 

Q6② 

 

Q6③ 

 

Q6④ 

 

Q6⑤ 

 

Q6⑥ 

 

Q6⑦ 

 

Q6⑧ 

 

Q6⑨ 

 

Q6⑩ 
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（（（（上記上記上記上記ＱＱＱＱ６６６６でででで②②②②又又又又はははは④④④④でででで，「，「，「，「１１１１    ややありややありややありややあり」」」」あるいはあるいはあるいはあるいは「「「「２２２２    非常非常非常非常にありにありにありにあり」」」」をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方のみのみのみのみ回答回答回答回答。）。）。）。）    

SSSSＱＱＱＱ    具体的具体的具体的具体的にどのようなにどのようなにどのようなにどのような点点点点からからからから、、、、知的障害知的障害知的障害知的障害にににに気気気気がついたかをごがついたかをごがついたかをごがついたかをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

（その他） 

 

 

 

 

 

ＱＱＱＱ７７７７    知的障害知的障害知的障害知的障害をををを有有有有するするするする被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人のののの刑事弁護刑事弁護刑事弁護刑事弁護のののの方針方針方針方針をををを立立立立てたてたてたてた際際際際にににに，，，，以下以下以下以下のののの項項項項

目目目目についてについてについてについて，，，，あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、どのどのどのどの程度程度程度程度重視重視重視重視されましたかされましたかされましたかされましたか。。。。各項目各項目各項目各項目についてについてについてについて、、、、次次次次のののの

あてはまるあてはまるあてはまるあてはまる数字数字数字数字をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。またまたまたまた、、、、項目以外項目以外項目以外項目以外にあればにあればにあればにあれば「「「「そのそのそのその他他他他」」」」のののの欄欄欄欄

にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

 

   １ 重視しなかった   ２ やや重視した   ３ 非常に重視した 

 

 ① 精神鑑定を求めること 

 

 ② 家族に情状証人として証言してもらうこと 

  

③ 接見その他より，知的能力の程度を明らかにすること 

 

 ④ 本人が過去 5年間に受けていた福祉サービスやその他の社会 

資源を調査すること 

 ⑤ 本人にとって必要な福祉サービスやその他の社会資源を指摘 

すること 

 ⑥ 情状証拠として，福祉的な更生計画を提示すること 

 

 ⑦ 釈放後の福祉サービスや医療その他の社会資源（生計や居場

所の確保，経済的保障含む）を確保し，つなげること 

 ⑧ 他の弁護士に相談すること 

 

 ⑨ 知的障害であることなどの情状を訴えて示談交渉をすること 

 

 

 

Q7（その他） 

Q7① 

 

Q7② 

 

Q7③ 

 

Q7④ 

 

Q7⑤ 

 

Q7⑥ 

 

Q7⑦ 

 

Q7⑧ 

 

Q7⑨ 
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QQQQ８８８８    知的障害知的障害知的障害知的障害をををを有有有有するするするする被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人のののの刑事弁護刑事弁護刑事弁護刑事弁護のののの際際際際，，，，示談示談示談示談のののの状況状況状況状況はいかがでしはいかがでしはいかがでしはいかがでし

たかたかたかたか。。。。次次次次のあてはまるのあてはまるのあてはまるのあてはまる数字数字数字数字をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

 

    １ 成立した場合が多かった。 

    ２ 成立した場合は少なかった。 

３ 成立した場合はなかった。 

４ 非該当（被害が生じた例はなかった。） 

  

 SQSQSQSQ    QQQQ８８８８でででで「「「「１１１１」」」」をををを選択選択選択選択されたされたされたされた方方方方はははは、、、、そのそのそのその理由理由理由理由をおをおをおをお書書書書きくださいきくださいきくださいきください。。。。    

SQ 

 

 

 

 

QQQQ９９９９    知的障害知的障害知的障害知的障害をををを有有有有するするするする被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人のののの刑事弁護刑事弁護刑事弁護刑事弁護のののの際際際際，，，，そのそのそのその他知的障害以外他知的障害以外他知的障害以外他知的障害以外のののの犯犯犯犯

情情情情・・・・一般情状一般情状一般情状一般情状についてどのについてどのについてどのについてどの程度立証程度立証程度立証程度立証がががが可能可能可能可能でしたかでしたかでしたかでしたか。。。。次次次次のあてはまるのあてはまるのあてはまるのあてはまる数字数字数字数字をををを

ごごごご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。またまたまたまた、「、「、「、「４４４４    そのそのそのその他他他他」」」」をををを選択選択選択選択されたされたされたされた場合場合場合場合はははは、「、「、「、「そのそのそのその他他他他」」」」のののの欄欄欄欄

にそのにそのにそのにその内容内容内容内容をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

 

１ 知的障害があったものの、立証の困難性に影響はない場合が多かった。 

    ２ 知的障害のため、立証が困難な場合が多かった。 

    ３ 立証しない場合が多かった。 

    ４ その他 

 

（その他） 

 

 

 

 

 

 

QQQQ１０１０１０１０    知的障害知的障害知的障害知的障害をををを有有有有するするするする被告人被告人被告人被告人のののの裁判結果裁判結果裁判結果裁判結果についておについておについておについてお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします。。。。 

Q8 

Q9 
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 ① 裁判結果に対する評価 

 

１ 知的障害を有することを立証したことによって，より重い刑になる場合が

多かった。 

  ２ 知的障害を有することを立証したことによって，より軽い刑になる場合が

多かった。 

  ３ 知的障害を有することを立証したことは影響がない場合が 

    多かった。 

 

 

 

 ② 実刑であったものの件数 

 

 

 

 ③ 上記②のうち，引受人や示談の成立等があれば，実刑を回避できたと思われ

るものの件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のページへ進んでください。 

 

Q10① 

Q10② 

 

件

Q10③ 

 

  件
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ⅡⅡⅡⅡ    過去過去過去過去 1111 年間年間年間年間のののの高齢高齢高齢高齢被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人にににに関関関関するするするする刑事弁護刑事弁護刑事弁護刑事弁護のののの経験経験経験経験    

    

※※※※以下以下以下以下でのでのでのでの「「「「高齢高齢高齢高齢」」」」とはとはとはとは、、、、６５６５６５６５歳以上歳以上歳以上歳以上をさしますをさしますをさしますをさします    

    

QQQQ１１１１    あなたはあなたはあなたはあなたは，，，，過去過去過去過去 1111 年間年間年間年間にににに，，，，高齢被疑者高齢被疑者高齢被疑者高齢被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人をををを担当担当担当担当されたことがありますされたことがありますされたことがありますされたことがあります

かかかか。。。。   

    

０ 一度もなし    （→右欄回答の上，Ｐ１３のⅢへ） 

１ 国選弁護のみあり  ２ 私選弁護のみあり 

３ 国選弁護・私選弁護ともにあり   

  

 

 

    

（（（（以下以下以下以下ののののQQQQ２２２２～～～～QQQQ１２１２１２１２はははは，，，，QQQQ１１１１でででで１１１１～～～～３３３３をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方のみのみのみのみ回答回答回答回答。）。）。）。）    

    

〔〔〔〔QQQQ１１１１でででで「「「「１１１１」、「」、「」、「」、「２２２２」、「」、「」、「」、「３３３３」」」」をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方のみのみのみのみ回答回答回答回答〕〕〕〕    

QQQQ２２２２    あなたはあなたはあなたはあなたは，，，，過去過去過去過去 1111 年間年間年間年間にににに，，，，高齢被疑者高齢被疑者高齢被疑者高齢被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人のののの当番弁護当番弁護当番弁護当番弁護
．．．．

をををを，，，，合計合計合計合計でおおよでおおよでおおよでおおよ

そそそそ何件何件何件何件くらいくらいくらいくらい担当担当担当担当されましたかされましたかされましたかされましたか。。。。該当該当該当該当するするするする選択肢選択肢選択肢選択肢をををを選選選選びびびび、、、、そのそのそのその番号番号番号番号をごをごをごをご記入記入記入記入くださくださくださくださ

いいいい。。。。    

 

1 ０件 2 １～２件 3 ３～５件 4 ５～７件  

5 ８～１０件 6 １１～１５件 7  １６～２０件  

８ ２１件以上 

    

 

    

〔〔〔〔QQQQ１１１１でででで「「「「１１１１」」」」あるいはあるいはあるいはあるいは「「「「３３３３」」」」をををを選択選択選択選択ししししたたたた方方方方のみのみのみのみ回答回答回答回答〕〕〕〕    

QQQQ３３３３    あなたはあなたはあなたはあなたは，，，，過去過去過去過去 1111 年間年間年間年間にににに，，，，高齢被疑者高齢被疑者高齢被疑者高齢被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人のののの国選弁護国選弁護国選弁護国選弁護
．．．．

をををを，，，，合計合計合計合計でおおよでおおよでおおよでおおよ

そそそそ何件何件何件何件くらいくらいくらいくらい担当担当担当担当されましたかされましたかされましたかされましたか。。。。該当該当該当該当するするするする選択肢選択肢選択肢選択肢をををを選選選選びびびび、、、、そのそのそのその番号番号番号番号をごをごをごをご記入記入記入記入くださくださくださくださ

いいいい。。。。    

 

1 １～２件  2 ３～５件 3 ５～７件 4 ８～１０件 

 5 １１～１５件 6 １６～２０件 7 ２１件以上 

    

    

〔〔〔〔QQQQ１１１１でででで「「「「２２２２」」」」あるいはあるいはあるいはあるいは「「「「３３３３」」」」をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方のみのみのみのみ回答回答回答回答〕〕〕〕    

Q1 

Q2 

Q3 
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QQQQ４４４４    あなたはあなたはあなたはあなたは，，，，過去過去過去過去 1111 年間年間年間年間にににに，，，，高齢被疑者高齢被疑者高齢被疑者高齢被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人のののの私選弁護私選弁護私選弁護私選弁護
．．．．

をををを，，，，合計合計合計合計でおおよでおおよでおおよでおおよ

そそそそ何件何件何件何件くらいくらいくらいくらい担当担当担当担当されましたかされましたかされましたかされましたか。。。。該当該当該当該当するするするする選択肢選択肢選択肢選択肢をををを選選選選びびびび、、、、そのそのそのその番号番号番号番号をごをごをごをご記入記入記入記入くださくださくださくださ

いいいい。。。。    

 

1 １～２件  2 ３～５件 3 ５～７件 4 ８～１０件 

 5 １１～１５件 6 １６～２０件 7 ２１件以上 

    

    

    

QQQQ５５５５    過去過去過去過去 1111 年間年間年間年間にににに，，，，担当担当担当担当されたされたされたされた高齢高齢高齢高齢被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人のののの身柄身柄身柄身柄はどうでしたかはどうでしたかはどうでしたかはどうでしたか。。。。以下以下以下以下

のののの項目項目項目項目にあてはまるにあてはまるにあてはまるにあてはまる件数件数件数件数をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。（（（（第第第第１１１１審審審審のみのみのみのみ））））    

 

① 身柄拘束はなかった 

 

② 身柄を拘束されたが，起訴前に釈放された 

 

③ 不起訴だった 

 

④ 略式起訴で釈放された 

 

⑤ 起訴後すぐに保釈された 

 

⑥ 公判中に保釈された 

 

⑦ 保釈されなかった 

 

        ⑧ 公訴取り下げ 

    

    

QQQQ６６６６    担当担当担当担当されたされたされたされた高齢高齢高齢高齢被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人のののの家族家族家族家族やややや居住状況居住状況居住状況居住状況はははは，，，，どどどどのようなのようなのようなのような場合場合場合場合がががが多多多多かかかか

ったですかったですかったですかったですか。。。。各項目各項目各項目各項目についてについてについてについて、、、、次次次次のののの数字数字数字数字をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

   

      ０ なし   １ ややあり   ２ 非常にあり            

 

  ①引受人となる家族・親族がいなかった。 

  ②帰る場所（住居）がなかった。 

QQQQ７７７７    高齢被疑者高齢被疑者高齢被疑者高齢被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人をををを担当担当担当担当されたされたされたされた際際際際，，，，どのようなどのようなどのようなどのような経験経験経験経験・・・・感想感想感想感想をををを持持持持ったことがったことがったことがったことが

ありますかありますかありますかありますか。。。。各項目各項目各項目各項目についてについてについてについて、、、、あなたがどのあなたがどのあなたがどのあなたがどの程度程度程度程度ごごごご経験経験経験経験されたことがあるかをされたことがあるかをされたことがあるかをされたことがあるかを，，，，

Q5①       

件 

Q5②       

件 

Q5③ 

件 

Q5④       

件 

Q5⑤       

件 

Q5⑥       

件 

Q5⑦       

件 

Q5⑧       

件 

Q6①       

Q6②       

Q4 
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次次次次のののの数字数字数字数字をををを解答欄解答欄解答欄解答欄にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。またまたまたまた、、、、項目以外項目以外項目以外項目以外のののの経験経験経験経験・・・・感想感想感想感想があればがあればがあればがあれば「「「「そそそそ

のののの他他他他」」」」のののの欄欄欄欄にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

 

    ０ なし   １ ややあり   ２ 非常にあり            

 

 ① 数日前の会話の内容を忘れていた。 

 

 ② 被害妄想や嫉妬妄想があった。 

 

 ③ 今いる場所やその日の日付が分からない。 

 

 ④ 被疑事実について思い出せなかった。 

 

 ⑤ 何もしたくない等の抑うつ状態が継続していた。 

 

 ⑥ 季節にあった服装をしていなかった 

 

 ⑦ 不安感や焦燥感が強かった。 

 

 ⑧ 会話の途中で言いたいことを忘れてしまった。 

 

 ⑨ 同じことを何度も言ったり聞いたりした。 

 

 ⑩ 些細なことで怒り出してしまい、暴力的になった。 

 

 ⑪ 住所や電話番号が分からなかった。 

 

 ⑫ 傲慢さや頑固さが強かった。 

 

 

Q７（その他） 

 

 

 

QQQQ８８８８    担当担当担当担当されたされたされたされた高齢被疑者高齢被疑者高齢被疑者高齢被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人はははは、、、、そのそのそのその後後後後のののの生活設計生活設計生活設計生活設計をををを立立立立てていましたかてていましたかてていましたかてていましたか。。。。

各項目各項目各項目各項目についてについてについてについて、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの経験経験経験経験がどのがどのがどのがどの程度程度程度程度あったかをあったかをあったかをあったかを，，，，次次次次のののの数字数字数字数字をををを解答欄解答欄解答欄解答欄にごにごにごにご記入記入記入記入

Q7① 

 

Q7② 

 

Q7③ 

 

Q7④ 

 

Q7⑤ 

 

Q7⑥ 

 

Q7⑦ 

 

Q7⑧ 

 

Q7⑨ 

 

Q7⑩ 

 

Q7⑪ 

 

Q7⑫ 
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くださいくださいくださいください。。。。 

 

    ０ なし   １ ややあり   ２ 非常にあり            

 

   ① 生活設計を立てていた。 

   ② 生活設計を立てていたが、実現可能性の低いものであった。 

③ 生活設計を立てていなかった（立てられなかった）。 

   ④ わからない。 

Q8① Q8② Q8③ 

 

Q8④ 

 

 

 （（（（QQQQ８８８８①①①①でででで「「「「１１１１    ややありややありややありややあり」「」「」「」「２２２２    非常非常非常非常にあにあにあにありりりり」」」」をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方のみおのみおのみおのみお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。）。）。）。）    

 

 SQSQSQSQ    そのようなそのようなそのようなそのような高齢高齢高齢高齢被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人はどのようなはどのようなはどのようなはどのような生活設計生活設計生活設計生活設計をををを立立立立てていましたかてていましたかてていましたかてていましたか。。。。

各項目各項目各項目各項目についてについてについてについて、、、、次次次次のののの数字数字数字数字をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。またまたまたまた、、、、項目以外項目以外項目以外項目以外のののの経験経験経験経験・・・・感感感感

想想想想があればがあればがあればがあれば「「「「そのそのそのその他他他他」」」」のののの欄欄欄欄にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

   

    ０ なし   １ ややあり   ２ 非常にあり            

 

   ① 就労して生計を立てる 

   ② 年金だけで生計を立てる 

   ③ 年金と生活保護で生計を立てる 

   ④ 貯蓄で生計を立てる 

   ⑤ 家族や親族の世話になる 

 

SQ① 

 

SQ② SQ③ SQ④ SQ⑤ 

（その他） 

 

 

 

 

    

    

    

QQQQ９９９９    高齢高齢高齢高齢被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人のののの弁護方針弁護方針弁護方針弁護方針をををを立立立立てたてたてたてた際際際際にににに，，，，以下以下以下以下のののの点点点点についてについてについてについて，，，，どのどのどのどの程度程度程度程度

重視重視重視重視されましたかされましたかされましたかされましたか。。。。各項目各項目各項目各項目についてについてについてについて、、、、次次次次のあてはまるのあてはまるのあてはまるのあてはまる数字数字数字数字をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。
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またまたまたまた、、、、項目以外項目以外項目以外項目以外にあればにあればにあればにあれば「「「「そのそのそのその他他他他」」」」のののの欄欄欄欄にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

 

   １ 重視しなかった   ２ やや重視した   ３ 非常に重視した 

 

 ① 精神鑑定を求めること 

 

 ② 家族に情状証人として証言してもらうこと 

 

 ③ 接見その他より，認知能力等の程度を明らかにすること 

 

 ④ 本人が過去 5年間に受けていた福祉サービスやその他の社会 

資源を調査すること 

 ⑤ 本人にとって必要な福祉サービスやその他の社会資源を指摘 

すること 

 ⑥ 情状証拠として，福祉的な更生計画を提示すること 

 

 ⑦ 釈放後の福祉サービスや医療その他の社会資源（生計や居場 

所の確保，経済的保障含む）を確保し，つなげること 

 

（その他） 

 

 

 

 

 

QQQQ１０１０１０１０    担当担当担当担当されたされたされたされた高齢高齢高齢高齢被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人についてについてについてについて，，，，示談示談示談示談のののの状況状況状況状況はいかがでしたかはいかがでしたかはいかがでしたかはいかがでしたか。。。。

次次次次のあてはまるのあてはまるのあてはまるのあてはまる数字数字数字数字をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

 

    １ 成立した場合が多かった。 

    ２ 成立した場合は少なかった。 

３ 成立した場合はなかった。 

４ 非該当（被害が生じた例はなかった。） 

 

QQQQ１１１１１１１１    担当担当担当担当されたされたされたされた高齢高齢高齢高齢被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人についてについてについてについて，，，，そのそのそのその他高齢他高齢他高齢他高齢によるによるによるによる能力等以外能力等以外能力等以外能力等以外のののの

犯情犯情犯情犯情・・・・一般情状一般情状一般情状一般情状についてどのについてどのについてどのについてどの程度立証程度立証程度立証程度立証がががが可能可能可能可能でしたかでしたかでしたかでしたか。。。。次次次次のあてはまるのあてはまるのあてはまるのあてはまる数字数字数字数字

Q9① 

 

Q9② 

 

Q9③ 

 

Q9④ 

 

Q9⑤ 

 

Q9⑥ 

 

Q9⑦ 

 

Q10 
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をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。またまたまたまた、「、「、「、「４４４４    そのそのそのその他他他他」」」」をををを選択選択選択選択されたされたされたされた場合場合場合場合はははは、「、「、「、「そのそのそのその他他他他」」」」のののの

欄欄欄欄にそのにそのにそのにその内容内容内容内容をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

 

１ 高齢であったものの、立証の困難性に影響はない場合が多かった。 

    ２ 高齢のため、立証が困難な場合が多かった。 

    ３ 立証しない場合が多かった。 

    ４ その他 

 

 

（その他） 

 

 

 

 

 

QQQQ１２１２１２１２    高齢高齢高齢高齢被告人被告人被告人被告人のののの裁判結果裁判結果裁判結果裁判結果についておについておについておについてお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします。。。。 

 ① 裁判結果に対する評価 

１ 高齢であることを主張（強調）したことによって，より重い刑になる場合

が多かった。 

  ２ 高齢であることを主張（強調）したことによって，より軽い刑になる場合

が多かった。 

  ３ 高齢であることを主張（強調）したことは影響がない場合 

が多かった。 

 

 ② 実刑であったものの件数 

 

 

 

 ③ 上記②のうち，引受人や示談の成立等があれば，実刑を回避できたと思われ

るものの件数 

 

 

 

 

次のページへ進んでください。 

 

ⅢⅢⅢⅢ    知的障害又知的障害又知的障害又知的障害又はははは高齢高齢高齢高齢被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人にににに関関関関するするするする刑事弁護刑事弁護刑事弁護刑事弁護にににに関関関関するするするする認識認識認識認識    

Q11 

Q12① 

Q12② 

 

   件

Q12③ 

 

   件
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QQQQ１１１１－－－－１１１１    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、今後今後今後今後、、、、国選国選国選国選でででで
．．．

知的障害知的障害知的障害知的障害をををを有有有有するするするする被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人のののの担当担当担当担当をしたをしたをしたをした

いといといといと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。    

      

     １ ぜひ担当したい 

     ２ どちらかといえば担当したい 

     ３ 担当してもよい 

     ４ どちらともいえない 

     ５ どちらかといえば担当したくない 

     ６ 担当したくない 

    

    

    

    

    

（（（（上記上記上記上記QQQQ１１１１－－－－１１１１でででで５５５５又又又又はははは６６６６をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方ののののみみみみ回答回答回答回答。）。）。）。）    

    SQSQSQSQ    （（（（どちらかとどちらかとどちらかとどちらかと言言言言えばえばえばえば））））担当担当担当担当したくないしたくないしたくないしたくない理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。該当該当該当該当するものすべてするものすべてするものすべてするものすべて

おおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。またまたまたまた、、、、項目以外項目以外項目以外項目以外にあればにあればにあればにあれば「「「「そのそのそのその他他他他」」」」のののの欄欄欄欄にごにごにごにご記入記入記入記入くださくださくださくださ

いいいい。。。。    

 

１ 時間がかかるから。                          

    ２ 収入にならないから。 

３ 示談が成立しづらいから。 

４ 専門的知識がないから。 

５ 手間がかかるから。 

 

SQ1-1 

 

 

SQ1-1 

 

SQ1-1 

 

SQ1-1 SQ1-1 

（その他） 

 

 

 

 

 

 

QQQQ１１１１－－－－２２２２    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、今後今後今後今後、、、、私私私私
．
選選選選でででで
．．
知的障害知的障害知的障害知的障害をををを有有有有するするするする被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告被告被告被告人人人人のののの担当担当担当担当をしたをしたをしたをした

回答の上，Ｑ１－２へ 

回答の上，ＳＱへ Q1-1 
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いといといといと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。    

      

     １ ぜひ担当したい 

     ２ どちらかといえば担当したい 

     ３ 担当してもよい 

     ４ どちらともいえない 

     ５ どちらかといえば担当したくない 

     ６ 担当したくない 

    

    

    

    

    

    

（（（（上記上記上記上記QQQQ１１１１－－－－２２２２でででで５５５５又又又又はははは６６６６をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方のみのみのみのみ回答回答回答回答。）。）。）。）    

    SQSQSQSQ    （（（（どちらかとどちらかとどちらかとどちらかと言言言言えばえばえばえば））））担当担当担当担当したくないしたくないしたくないしたくない理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。該当該当該当該当するものすべてするものすべてするものすべてするものすべて

おおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。またまたまたまた、、、、項目以外項目以外項目以外項目以外にあればにあればにあればにあれば「「「「そのそのそのその他他他他」」」」のののの欄欄欄欄にごにごにごにご記入記入記入記入くださくださくださくださ

いいいい。。。。    

 

１ 時間がかかるから。                          

    ２ 収入にならないから。 

３ 示談が成立しづらいから。 

４ 専門的知識がないから。 

５ 手間がかかるから。 

 

SQ1-2 

 

 

SQ1-2 

 

 

SQ1-2 

 

 

SQ1-2 SQ1-2 

（その他） 

 

 

 

 

 

 

 

QQQQ２２２２－－－－１１１１    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、今後今後今後今後、、、、国選国選国選国選でででで
．．．

高齢高齢高齢高齢被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人のののの担当担当担当担当をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますいますいますいます

回答の上，Ｑ２へ 

回答の上，ＳＱへ Q1-2 
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かかかか。。。。    

      

     １ ぜひ担当したい 

     ２ どちらかといえば担当したい 

     ３ 担当してもよい 

     ４ どちらともいえない 

     ５ どちらかといえば担当したくない 

     ６ 担当したくない 

 

 

 

 

 

（（（（上記上記上記上記QQQQ２２２２－－－－１１１１でででで５５５５又又又又はははは６６６６をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方のみのみのみのみ回答回答回答回答。）。）。）。）    

    SQSQSQSQ    （（（（どちらかとどちらかとどちらかとどちらかと言言言言えばえばえばえば））））担当担当担当担当したくないしたくないしたくないしたくない理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。該当該当該当該当するものすべてするものすべてするものすべてするものすべて

おおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。またまたまたまた、、、、項目以外項目以外項目以外項目以外にあればにあればにあればにあれば「「「「そのそのそのその他他他他」」」」のののの欄欄欄欄にごにごにごにご記入記入記入記入くださくださくださくださ

いいいい。。。。    

 

１ 時間がかかるから。                          

    ２ 収入にならないから。 

３ 示談が成立しづらいから。 

４ 専門的知識がないから。 

５ 手間がかかるから。 

 

SQ2-1 

 

SQ2-1 

 

 

SQ2-1 

 

SQ2-1 SQ2-1 

（その他） 

 

 

 

 

 

 

 

 

QQQQ２２２２－－－－２２２２    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、今後今後今後今後、、、、私私私私
．
選選選選でででで
．．
高齢高齢高齢高齢被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人のののの担当担当担当担当をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思いますいますいますいます

回答の上，Ｑ２－２へ 

回答の上，ＳＱへ Q2-1 
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かかかか。。。。    

      

     １ ぜひ担当したい 

     ２ どちらかといえば担当したい 

     ３ 担当してもよい 

     ４ どちらともいえない 

     ５ どちらかといえば担当したくない 

     ６ 担当したくない 

 

 

 

 

 

（（（（上記上記上記上記QQQQ２２２２－－－－２２２２でででで５５５５又又又又はははは６６６６をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方のみのみのみのみ回答回答回答回答。）。）。）。）    

    SQSQSQSQ    （（（（どちらかとどちらかとどちらかとどちらかと言言言言えばえばえばえば））））担当担当担当担当したくないしたくないしたくないしたくない理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。該当該当該当該当するものすべてするものすべてするものすべてするものすべて

おおおお答答答答ええええくださいくださいくださいください。。。。またまたまたまた、、、、項目以外項目以外項目以外項目以外にあればにあればにあればにあれば「「「「そのそのそのその他他他他」」」」のののの欄欄欄欄にごにごにごにご記入記入記入記入くださくださくださくださ

いいいい。。。。    

 

１ 時間がかかるから。                          

    ２ 収入にならないから。 

３ 示談が成立しづらいから。 

４ 専門的知識がないから。 

５ 手間がかかるから。 

 

SQ2-2 SQ2-2 

 

 

SQ2-2 

 

SQ2-2 SQ2-2 

（その他） 

 

 

 

 

 

 

 

 

QQQQ３３３３    今後今後今後今後，，，，知的障害又知的障害又知的障害又知的障害又はははは高齢被疑者高齢被疑者高齢被疑者高齢被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人のののの刑事弁護刑事弁護刑事弁護刑事弁護にににに関関関関してしてしてして，，，，以下以下以下以下のののの事項事項事項事項がががが        

回答の上，Ｑ３へ 

回答の上，ＳＱへ Q2-2 
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どのどのどのどの程度必要程度必要程度必要程度必要であるとであるとであるとであると思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。知的障害知的障害知的障害知的障害，，，，高齢高齢高齢高齢それぞれについてそれぞれについてそれぞれについてそれぞれについて，，，，００００～～～～３３３３            

のいずれかでのいずれかでのいずれかでのいずれかでおおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

 

    ０ まったく必要とは思わない   １ あまり必要とは思わない 

    ２ 必要であると思う       ３ 非常に必要であると思う 

 

 （知的障害） （ 高 齢 ） 

① 専門弁護士の育成 
Q3 

① 

Q3 

① 

② 判決前調査（に類似した）制度（※）の導入 
Q3 

② 

Q3 

② 

③ 弁護士に対する，知的障害者又は高齢者の特性に関する 

  知識，研修 

Q3 

③ 

Q3 

③ 

④ 弁護士に対する，知的障害者又は高齢者の福祉に関する 

  知識，研修 

Q3 

④ 

Q3 

④ 

⑤ 知的障害者や高齢者等を弁護した際に，弁護料の加算に関す

る制度整備 

Q3 

⑤ 

Q3 

⑤ 

（その他） 

 

 

 

※判決前調査・・・量刑，処遇内容を判断するために判決以前に行う社会調査。家庭裁判所にお

ける調査官による少年調査のようなものを想定している。 

 

ＱＱＱＱ４４４４    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、刑事司法刑事司法刑事司法刑事司法におけるにおけるにおけるにおける弁護士弁護士弁護士弁護士のののの役割役割役割役割／／／／関与関与関与関与はどはどはどはどこまででこまででこまででこまでであるべきあるべきあるべきあるべき
．．．．

だだだだとととと

考考考考えていますかえていますかえていますかえていますか。。。。あてはまるものをあてはまるものをあてはまるものをあてはまるものを一一一一つつつつ選選選選びびびび、、、、解答欄解答欄解答欄解答欄にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

    

① 公判での判決まで  ② 判決が確定するまで    

   ③ 刑の執行が終了するまで ④ 被告人が社会復帰するまで 

 

 

 

 

    

ＱＱＱＱ５５５５    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、担当担当担当担当されたされたされたされた被告人被告人被告人被告人のののの再犯再犯再犯再犯やややや更生更生更生更生についてについてについてについて，，，，どのどのどのどの程度程度程度程度までまでまでまで意識意識意識意識してしてしてして
．．．．

弁護活動弁護活動弁護活動弁護活動にににに当当当当たってたってたってたって
．．．．．．．．．

いますかいますかいますかいますか。。。。あてはまるものをあてはまるものをあてはまるものをあてはまるものを一一一一つつつつ選選選選びびびび、、、、解答欄解答欄解答欄解答欄にごにごにごにご記入記入記入記入

Q4 
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くださいくださいくださいください。。。。    

     

    １ 全く意識していない 

    ２ あまり意識していない 

    ３ 少し意識している 

    ４ 非常に意識している 

 

ＱＱＱＱ６６６６    あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、担当担当担当担当されたされたされたされた被告人被告人被告人被告人のののの再犯再犯再犯再犯やややや更生更生更生更生についてについてについてについて，，，，どのどのどのどの程度程度程度程度までまでまでまで意識意識意識意識してしてしてして
．．．．

弁護活動弁護活動弁護活動弁護活動にににに当当当当たるべきたるべきたるべきたるべき
．．．．．．．．．．

だとだとだとだと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。あてはまるものをあてはまるものをあてはまるものをあてはまるものを一一一一つつつつ選選選選びびびび、、、、解答欄解答欄解答欄解答欄

にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

     

    １ 全く意識するべきではない 

    ２ あまり意識するべきではない 

    ３ 少し意識するべきである 

    ４ 非常に意識するべきである 

 

 

QQQQ７７７７    過去過去過去過去 1111 年間年間年間年間にににに，，，，知的障害又知的障害又知的障害又知的障害又はははは高齢被疑者高齢被疑者高齢被疑者高齢被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人のののの刑事弁護刑事弁護刑事弁護刑事弁護をををを担当担当担当担当してしてしてして、、、、被被被被

告人告人告人告人のののの再犯再犯再犯再犯やややや更生更生更生更生をををを考考考考えるとえるとえるとえると保護観察保護観察保護観察保護観察をつけたほうがいいがをつけたほうがいいがをつけたほうがいいがをつけたほうがいいが，，，，それをそれをそれをそれを弁護人弁護人弁護人弁護人

としてとしてとしてとして主張主張主張主張することはすることはすることはすることは被告人被告人被告人被告人にとってにとってにとってにとって不利益処分不利益処分不利益処分不利益処分になってしまうになってしまうになってしまうになってしまう等等等等とととと困困困困ったったったった

りりりり悩悩悩悩んだりしたんだりしたんだりしたんだりした経験経験経験経験はありますかはありますかはありますかはありますか。。。。    

    

            １ はい    ２ いいえ  ３ わからない    

    

    

SQSQSQSQ    「「「「１１１１    はいはいはいはい」」」」をををを選択選択選択選択したしたしたした方方方方はははは、、、、そのそのそのその経験経験経験経験をををを具体的具体的具体的具体的にににに書書書書いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。 

SQ 

 

 

 

 

 

 

    

    

QQQQ８８８８    今後今後今後今後，，，，知的障害者又知的障害者又知的障害者又知的障害者又はははは高齢者高齢者高齢者高齢者にににに関関関関してしてしてして，，，，社会社会社会社会・・・・制度全般制度全般制度全般制度全般にににに関関関関するするするする要望要望要望要望をををを御記御記御記御記 

        入入入入くださいくださいくださいください。。。。 

Q5 

Q6 

Q7 
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Q8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のページへ進んでください。 

 

    

ⅣⅣⅣⅣ    あなたのあなたのあなたのあなたの刑事弁護刑事弁護刑事弁護刑事弁護のののの経験経験経験経験等等等等 
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問問問問１１１１    あなたがあなたがあなたがあなたが過去過去過去過去１１１１年間年間年間年間にににに刑事弁護刑事弁護刑事弁護刑事弁護をををを担当担当担当担当されたされたされたされた際際際際，，，，被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人にににに対対対対してしてしてして、、、、

以下以下以下以下のののの経験経験経験経験・・・・感想感想感想感想をををを持持持持ったことはどのったことはどのったことはどのったことはどの程度程度程度程度ありますかありますかありますかありますか。。。。各項目各項目各項目各項目についてについてについてについて、、、、次次次次のののの

あてはまるあてはまるあてはまるあてはまる数字数字数字数字をををを解答欄解答欄解答欄解答欄にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    
 

   ０ なし   １ ややあり   ２ 非常にあり 
 
 

 ① どんな質問にも「はい」と言ってしまう迎合的傾向があった。 

 

 ② 取調べ中に，事実でないことにも認める発言をするなど誘導 

されやすかった。 

 ③ 記憶があいまいであった。 

 

 ④ 思い込みが激しく、頑なに意見を変えなかった。 

 

 ⑤ 他力本願な言動に終始してしまっていた。 

 

 ⑥ 自己評価が低かった。 

 

 ⑦ わかっていないこともわかっていると言ってしまう。 

 

 ⑧ 犯行時刻等を時間の順序に従って説明することが難し 

かった。 

 ⑨ 語彙が乏しかった。 

 

 ⑩ 動機をうまく説明できなかった。 

 

 ⑪ 同じ犯罪を繰り返してしまっていた。 

 

 ⑫ 将来を想像して見通しを立てることが苦手であった。 

 

 ⑬ 関心や注意を引くような言動が見られた。 

 

 ⑭ 目線があわなかった。 

 

 ⑮ 窃盗した物品の数など数量に関する理解が難しかった。 

 

問 1① 

 

問 1② 

 

問 1③ 

 

問 1④ 

 

問 1⑤ 

 

問 1⑥ 

 

問 1⑦ 

 

問 1⑧ 

 

問 1⑨ 

 

問 1⑩ 

 

問 1⑪ 

 

問 1⑫ 

 

問 1⑬ 

 

問 1⑭ 

 

問 1⑮ 
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 ⑯ 体のどこかをずっと触り続けていた。 

 

 ⑰ 質問と答えがかみ合わないなどコミュニケーションが成立 

しなかった。 

 ⑱ 漢字の読み書きができなかった。 

 

 ⑲ 弁護人の役割や裁判の意味等を理解していなかった。 

 

 ⑳ 犯行内容を口頭で説明することが難しかった。 

 

 

 

 

  SQSQSQSQ    過去過去過去過去 1111年間年間年間年間にあなたがにあなたがにあなたがにあなたが担当担当担当担当したしたしたした被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人のなかでのなかでのなかでのなかで，，，，問問問問１１１１のののの 20202020項目項目項目項目

のうちのうちのうちのうち３３３３つつつつ以上以上以上以上のののの項目項目項目項目にににに該当該当該当該当するするするする者者者者はははは、、、、おおよそおおよそおおよそおおよそ何人何人何人何人くらいいましたかくらいいましたかくらいいましたかくらいいましたか。。。。    

 

 

 

 

 

 

問問問問２２２２    わがわがわがわが国国国国ではではではでは、、、、受刑者受刑者受刑者受刑者のののの約約約約２５２５２５２５%%%%前後前後前後前後がががが知的障害知的障害知的障害知的障害をををを有有有有するするするする可能性可能性可能性可能性がががが指摘指摘指摘指摘されてされてされてされて

いますがいますがいますがいますが、、、、今今今今からからからから考考考考えたえたえたえた場合場合場合場合，，，，あなたがあなたがあなたがあなたが担当担当担当担当されたされたされたされた被疑者被疑者被疑者被疑者・・・・被告人被告人被告人被告人のののの知的知的知的知的障障障障

害害害害のののの程度程度程度程度をををを，，，，あなたはどのあなたはどのあなたはどのあなたはどの程度認識程度認識程度認識程度認識できていたとできていたとできていたとできていたと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。 

 

    １ おおむね認識できていた。 

２ 半分程度は認識できていた。                           

    ３ あまり認識できていなかった。 

    ４ わからない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 1⑯ 

 

問 1⑰ 

 

問 1⑱ 

 

問 1⑲ 

 

問 1⑳ 

 

問 2 

SQ 

 

  人
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問問問問３３３３    あなたのあなたのあなたのあなたの年齢年齢年齢年齢をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。                                    

    

    

問問問問４４４４    あなたのあなたのあなたのあなたの性別性別性別性別をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

    

    

問問問問５５５５    あなたのあなたのあなたのあなたの所属弁護士会所属弁護士会所属弁護士会所属弁護士会をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

    

    

問問問問６６６６    現在現在現在現在，，，，あなたがあなたがあなたがあなたが所属所属所属所属されているされているされているされている委員会委員会委員会委員会にあてはまるにあてはまるにあてはまるにあてはまる委員会名委員会名委員会名委員会名のののの□□□□にににに✔✔✔✔をををを入入入入れれれれ

てくださいてくださいてくださいてください。。。。    

 

□ 刑事弁護委員会  □ 高齢者・障害者支援委員会  □ 人権擁護委員会 

□ 消費者保護委員会  □ 子どもの権利委員会  □ 犯罪被害者支援委員会 

□ 紛議調停委員会  □ 刑事拘束制度委員会 □ 多重債務関連委員会 

□ その他（                             ） 

    

問問問問７７７７    あなたのあなたのあなたのあなたの弁護士経験年数弁護士経験年数弁護士経験年数弁護士経験年数をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

    

    

問問問問７７７７    あなたのあなたのあなたのあなたの刑事弁護刑事弁護刑事弁護刑事弁護のののの経験年数経験年数経験年数経験年数をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

    

    

問問問問８８８８    過去過去過去過去 1111年間年間年間年間、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは私選弁護私選弁護私選弁護私選弁護をををを何件担当何件担当何件担当何件担当されされされされ    

            ましたかましたかましたかましたか。。。。    

    

    

問問問問９９９９    過去過去過去過去 1111年間年間年間年間、、、、あなたあなたあなたあなたはははは国選弁護国選弁護国選弁護国選弁護をををを何件担当何件担当何件担当何件担当されされされされ    

            ましたかましたかましたかましたか。。。。    

    

    

問問問問１０１０１０１０    過去過去過去過去 1111年間年間年間年間、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは当番弁護当番弁護当番弁護当番弁護をををを何件担当何件担当何件担当何件担当されされされされ    

ましたかましたかましたかましたか。。。。    

 

 

 

 質問は以上です。御協力ありがとうございました。   

本調査用紙を返信用封筒に入れて，送付してください。 

 

歳

 

 

弁護士会

 

年

 

年

 

件

 

件

 

件


